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靱
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
に
関
す
る
序
論
的
考
察

田

中

克

志

Ｉ
　
は
じ
め
に

民
法
物
権
編
の
第

一
〇
章
第
二
節
に
は

「抵
当
権
の
消
滅
」
と
の
表
題
の
も
と
三
九
六
条
か
ら
二
九
八
条
ま
で
三
ヶ
条
の
条
文
が
お
か

れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
民
法
三
九
六
条
で
は
、
「抵
当
権
は
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
同
時
で
な
け
れ
ば
、

時
効
に
よ
つ
て
消
滅
し
な
い
」
と
定
め
、
こ
れ
に
続
く
民
法
三
九
七
条
で
は
、
「債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
が
抵
当
不
動
産
に

つ
い
て
取
得
時
効
に
必
要
な
要
件
を
具
備
す
る
占
有
を
し
た
と
き
は
、
抵
当
権
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
は
、
い
ず
れ
も
時
効
と
抵
当
権
の
消
滅
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条

項
の
趣
旨
や
射
程
、
あ
る
い
は
両
条
項
の
関
係
な
ど
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
。
裁
判
例
は
少
な
い
が
、
学
説
に
つ
い
て
は
意
外
と
込
み

入
っ
た
状
況
に
あ
る
。
と
は
い
え
判
例

・
学
説
を
大
き
く
整
理
す
る
と
こ
う
な
る
。
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ま
ず
は
、
判
例

・
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
抵
当
権
は
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
担
保
す
る
債
権
と

同
時
で
な
け
れ
ば
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
し
な
い

（民
法
三
九
六
条
）。
し
か
し
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、

消
滅
時
効
に
関
す
る

一
般
原
則

（民
法

一
九
六
条
二
項
）
に
よ
り
、
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
は
離
れ
て
消
滅
時
効
に
か
か
り
消
滅
す
る
。

も

っ
と
も
、
民
法
三
九
六
条
は
、
抵
当
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
に

「従
た
る
権
利
」
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
事
理
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
と
解
す
る
か
、
抵
当
権
と
そ
の
担
保
す
る
債
権
は

「別
の
権
利
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
例
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
見

解
は
分
か
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
民
法
二
九
七
条
は
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
権
を
時
効
取
得
す
る
結
果
と
し
て
抵
当
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
と
い
っ
て
も
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
は
適
用
が
な
い
。
第
二
者
取
得
者
に
と
つ

て
、
抵
当
権
自
体
の
消
滅
と
い
う
の
は
、
民
法

一
六
七
条
二
項
の
消
滅
時
効
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
判
例

。
通
説
に
対
し
て
は
、
大
き
く
異
な
る
説
が
有
力

（以
下
、
有
力
説
と
い
う
。）
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
民

法
三
九
六
条
は
、
抵
当
不
動
産
が
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
の
も
と
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
抵
当
権
に
係
る
消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の

で
、
消
滅
時
効
に
関
す
る

一
般
規
定

（
一
六
七
条
二
項
）
は
適
用
さ
れ
な
い
。
他
方
、
民
法
二
九
七
条
は
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
権
を
取

得
し
た
者

（第
三
取
得
者
）
が
抵
当
不
動
産
に
つ
い
て
取
得
時
効
に
必
要
な
要
件
を
具
備
す
る
占
有
を
し
た
と
き
に
抵
当
権
が
担
保
さ
れ

る
債
権
と
は
別
に
消
滅
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
は

一
種
の
消
滅
時
効
で
あ
る
。

こ
の
有
力
説
の
提
唱
者
と
し
て

一
般
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、
当
時
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
で
あ

っ
た
来
栖
三
郎
が
民
法
三
九
七
条
に
関

連
す
る
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
の
大
審
院
判
決

（民
集

一
九
巻

一
三
三
八
頁
）
と
民
法
三
九
六
条
に
関
連
す
る
同
年

一
一
月
二
六
日
の

大
審
院
判
決

（民
集

一
九
巻
二

一
〇
〇
頁
）
に
関
し
て
執
筆
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
判
例
評
釈
で
あ
る
。
来
栖
の
、
判
決
理
論
に
対
す
る
批
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判
的
見
解
は
、
そ
の
論
拠
を
、
主
と
し
て
民
法
二
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
の
沿
革
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
有
力
説
に
対
し
て
は
、
通
説
的
見
解
を
代
表
す
る
我
妻
栄
が
、
「主
と
し
て
、
旧
民
法

（債
担
二
九
五
条
―
二
九
七
条
）
の
規
定
及

び
そ
の
範
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法

（二

一
八
〇
条
）
か
ら
の
沿
革
に
即
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
民
法
の
体
系
と

し
て
も
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
。
す
な
わ
ち
民
法
は
、
制
限
物
権
の
客
体
に
つ
い
て
第
二
者
の

一
定
の
占
有
状
態
が
継
続
す

る
結
果
と
し
て
そ
の
制
限
物
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
消
滅
時
効
の
一
態
様
と
考
え
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
で
あ
る

（民
法
二
八
九
、

二
九
〇
条
と

と
む
し
ろ
高
い
評
価
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
我
妻
は
、
「そ
の
簡
明
さ
と
必
ず
し
も
不
当
な
結
果
と
も
な
ら
な
い
」
こ
と

を
理
由
に
判
例
理
論
に
従
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
何
故
か
か
る
高
い
評
価
を
受
け
た
有
力
説
が
通
説
的
地
位
を
占
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
間
を
持
つ
と
と
も
に
、

そ
の
理
由
に
対
し
て
強
い
関
心
を
持

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
担
保
物
権
法
の
教
科
書

・
体
系
書
の
類
で
は
、
有
力
説
に
組

み
す
る
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
対
象
と
な
る
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
は
、
関
連
判
例
も
数

え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
法
教
科
書

・
体
系
書
に
あ
つ
て
も
、
そ
う
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
、
い
わ
ば

マ
イ
ナ

ー
な
条
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
条
項
の
沿
革
に
即
し
て
構
成
さ
れ
た
有
力
説
に
魅
力
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
観
点
か
ら
、
先
行
研

究
も
あ
る
が
。
右
の
疑
間
を
晴
ら
す
べ
く
研
究
に
着
手
し
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
の
課
題
は
、
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
の
意
義

◆
趣
旨
に
関
し
、
そ
の
沿
革
を
離
れ
て
構
成
さ
れ
た
所
説
が

通
説
的
地
位
を
占
め
る
に
い
た
つ
た
原
因

・
理
由
を
、
右
の
条
項
の
立
法
的
経
緯
、
そ
れ
を
受
け
て
の
学
説
形
成
を
考
察
す
る
な
か
で
、

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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3   2   1

来
栖
三
郎

・
判
民
昭
和

一
五
年
度
七
六
事
件
及
び

一
一
七
事
件

我
妻
栄

『
新
訂
　
民
法
総
則

（民
法
講
義
Ｉ
こ

（岩
波
書
店
、
昭
和
四
〇
年
）
四
八
二
頁

道
垣
内
弘
人

『
担
保
物
権
法
』
全
二
省
堂
、
平
成

一
二
年
）

一
八
五
頁
、
内
田
　
貴

『
民
法
Ⅲ

［第
二
版
〓

（東
京
大
学
出
版
会
、
平
成

一
六
年
）
四
七
四

頁
、
高
橋
員

『
担
保
物
権
法
』
（成
文
堂
、
平
成

一
九
年
）
二
七
三
頁
な
ど

（４
）

清
水
誠

・
後
掲
論
文

一
八
九
頁
は
、
「
い
う
ま
で
も
な
く
、
抵
当
権
お
よ
び
そ
れ
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
信
用
取
引
は
今
日
で
は
か
な
リ
ス
ピ
ー
デ
イ
な

も
の
と
な

っ
て
い
る
。
長
期
信
用
取
引
に
お
い
て
も
、
そ
の
事
情
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
長
期
信
用
の
場
合
に
も
、
信
用
の
授
与
期
間
が

長
い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
取
引
当
事
者
の
間
で
時
効
期
間
の
経
過
を
徒
然
と
し
て
待
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

本
稿
の
テ
ー
マ
自
体
が
あ
ま
り
現
実
味
を
も
た
ず
、
重
要
性
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
、
大
い
に
気
遅
れ
を
感
じ
て
い
る
」
と
心
情
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（５
）

遠
藤
浩

「取
得
時
効
に
お
け
る
占
有
の
態
様
」
私
法
学
の
新
た
な
展
開

（有
斐
閣
、
昭
和
五
〇
年
）

一
五
九
頁
以
下
、
清
水
誠

「抵
当
権
の
消
滅
と
時
効
制

度
と
の
関
連
に
つ
い
て
」
民
法
学
の
歴
史
と
展
開

（東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
七
年
）

一
六
五
頁
以
下
、
鈴
木
直
哉

「抵
当
権
と
時
効
制
度
」
民
法
学
の

新
た
な
展
開

（成
文
堂
、
平
成
五
年
）
二
九
三
頁
以
下
、
草
野
元
己

「抵
当
権
と
時
効
」
現
代
民
法
学
の
諸
課
題

（信
山
社
、
平
成

一
〇
年
）
四
五
頁
以
下

Ⅱ
　

民
法

三
九
六
条

・
三
九
七
条
等

の
立
法
経
緯

判
例
理
論
に
批
判
的
な
見
解
を
提
示
し
た
来
栖
三
郎
と
こ
の
見
解
に
与
し
た
有
泉
亨
が
、
そ
の
論
拠
と
し
た
の
は
主
と
し
て
民
法
三
九

六
条

。
同
法
三
九
七
条
等
の
沿
革
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
立
法
の
経
緯
を
考
察
す
る
。

現
行
の
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
は
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条

・
二
九
六
条

。
二
九
七
条
に
由
来
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
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法
二

一
八
〇
条
ま
で
遡
る
。
ま
た
、
民
法
三
九
六
条
と
関
わ
り
の
深
い
民
法

一
六
七
条
二
項
は
、
旧
民
法
証
拠
編

一
五
〇
条
及
び

一
五
五

条
に
由
来
す
る
。
他
方
、
民
法
三
九
七
条
と
類
似
の
法
文
を
も
つ
地
役
権
の
時
効
消
滅
を
定
め
る
民
法
二
八
九
条
は
、
旧
民
法
財
産
編
二

八
七
条
二
項
に
由
来
す
る
。

一　

民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
の
立
法
経
緯

フ
ラ
ン
ス
法
二

一
八
〇
条
を
そ
の
起
源
と
す
る
旧
民
法
債
権
担
保
編
の
第
五
章

「抵
当
」
第
七
節

「抵
当
の
消
滅
」
に
は
、
抵
当
の
消

滅
事
由
の

一
つ
と
し
て

「時
効
」
公
一九
二
条
第
三
）
が
規
定
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
二
九
五
条
か
ら
二
九
八
条
に
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。

１
　
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条

・
二
九
六
条

。
二
九
七
条

抵
当
の
時
効
に
関
す
る
条
項
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二

一
八
〇
条
と
同
じ
く
、
不
動
産
が
債
務
者
の
資
産
中
に
存
す
る
場
合

（二
九
五
条
）

と
不
動
産
が
第
三
者

（そ
の
取
得
者

・
承
継
人
）
の
資
産
中
に
存
す
る
場
合

（二
九
六
条

・
二
九
七
条
）
に
分
け
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
現
行
民
法
三
九
六
条
が
由
来
す
る
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条

「抵
当
ノ
時
効

ハ
不
動
産
力
債
務
者
ノ
資
産
中

二
存
ス
ル
場

合

二
於
テ
ハ
債
権
ノ
時
効
卜
同
時
二
非
サ
レ
ハ
成
就
セ
ス

右
ノ
場
合

二
於
テ
債
権

二
関
シ
時
効
ノ
進
行
ヲ
中
断
ス
ル
行
為
及
ヒ
之
ヲ
停
止
ス
ル
原
因

ハ
抵
当
二
関
シ
テ
同

一
ノ
効
カ
ヲ
生
ス
」
で

あ
る
。

こ
の
二
九
五
条

一
項
に
は
、
抵
当
自
体
に
関
す
る
時
効
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
井
上
操

（以
下
、
井
上
と
い
知
じ

に
よ
れ
ば
、

抵
当
と
主
た
る
債
権
に
は
二
九
二
条

一
項
が
定
め
る

「従

ハ
主

二
従
フ
ト
ノ
原
則
」
が
適
用
さ
れ
、
「同

一
ノ
人

二
対
シ
其
債
権
ノ
ミ
カ
時

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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効
二
罹
リ
テ
抵
当
権
ノ
ミ
存
在
シ
又
ハ
抵
当
権
ノ
ミ
カ
時
効

二
罹
リ
テ
債
権
ノ
ミ
カ
独
り
存
在
ス
ル
コ
ト
ハ
到
底
解
ス
ル
可
ヲ
得
レ
ハ
ナ

リ
」。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
の
時
効
は
主
た
る
債
権
の
時
効
と
同
時
で
な
け
れ
ば
成
就
し
な
い
。

本
条
に
お
け
る
抵
当
の
時
効
は
、
「全
ク
第
二
百
九
十
二
条
第

一
号
ノ
規
定
ヲ
再
記
シ
タ
ル
即
チ
免
責
時
効
ノ
結
果
卜
云
ハ
サ
ル
可
ラ
ス
」

レ
ｃ。つ

ぎ
に
、
現
行
民
法
三
九
七
条
は
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
六
条
と
同
二
九
七
条
と
が
修
正
の
う
え
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

二
九
六
条

「抵
当
不
動
産
ノ
所
有
者
タ
ル
債
務
者
力
其
不
動
産
ヲ
譲
渡
シ
テ
取
得
者
又
ハ
其
承
継
人
力
之
ヲ
占
有
ス
ル
ト
キ
ハ
登
記
シ

タ
ル
抵
当
ハ
抵
当
上
ノ
訴
訟
ヨ
リ
生
ス
ル
妨
碍
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
取
得
者
力
其
取
得
ヲ
登
記
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
起
算
シ
三
十
今
年
ノ
時
効

二
因

リ
テ
ノ
ミ
消
滅
ス
但
債
権
力
免
責
時
効

二
因
リ
テ
其
前

二
消
滅
ス
ヘ
キ
場
合
ヲ
妨
ケ
ス
」

二
九
七
条

「真
ノ
所
有
者

二
非
サ
ル
者
力
不
動
産
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
占
有
者

ハ
其
善
意
ナ
ル
ト
悪
意
ナ
ル
ト
ニ
従
ヒ
所
有
者

二
対

シ
テ
時
効
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
時
間
ノ
経
過

二
因
り
抵
当
債
権
者

二
対
シ
テ
時
効
ヲ
取
得
ス

無
権
原
ニ
テ
不
動
産
ヲ
占
有
ス
ル
者
二
付
テ
モ
亦
同
シ
」

こ
の
両
条
で
は
、
抵
当
不
動
産
が
第
三
者
の
占
有
に
属
す
る
場
合
を
さ
ら
に
り
抵
当
不
動
産
を
真
の
所
有
者
か
ら
譲
り
受
け
た
場
合
と

り
真
の
所
有
者
で
な
い
者
か
ら
譲
り
受
け
た
場
合
と
に
分
け
て
い
る
。

ま
ず
０
の
抵
当
不
動
産
を
真
の
所
有
者
か
ら
譲
り
受
け
た
場
合
、
抵
当
不
動
産
の
譲
受
人
は
、
そ
の
所
有
権
を
債
務
者
で
あ
る
所
有
者

か
ら
取
得
し
て
い
る
か
ら
別
に
時
効
に
よ
つ
て
こ
れ
を
取
得
す
る
理
由
は
な
い
。
そ
こ
で
、
第
二
取
得
者
が
取
得
す
べ
き
は
そ
の
不
動
産

の

「支
分
権
」、
す
な
わ
ち
抵
当
権
で
あ
る
。
井
上
は
こ
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
二
九
六
条
に
お
け
る
時
効
は

「
一
ノ

取
得
時
効
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
抵
当
権
の
時
効
取
得
に
係
る
期
間
が
三
〇
年
と
定
め
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
井
上
に
よ
れ
ば
、
抵
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当
不
動
産
を
取
得
す
る
者
は
登
記
に
よ
り
抵
当
権
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
抵
当
権
の
存
在
に
つ
い
て
は

「常
二
悪
意
ノ
占

有
者
卜
看
倣
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

抵
当
権
の
時
効
取
得
の
み
が
問
題
と
な
る
二
九
六
条
と
比
べ
、
間
の
真
の
所
有
者
で
な
い
者
か
ら
抵
当
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
場
合
に

は
、
「頗
フ
ル
其
効
果
ヲ
異
ニ
ス
」
。
占
有
者
で
あ
る
第
二
取
得
者
が

「其
不
動
産

二
付
キ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
」
、

①
所
有
者
に
対
し
て
所
有
権
の
時
効
取
得
と
②
抵
当
債
権
者
に
対
し
て
抵
当
権
の
時
効
取
得
と
い
う
複
雑
な
問
題
が
生
じ
る
が
、
そ
の
関

連
に
関
し
て
、
「本
条
ノ
規
定
甚
夕
明
確
」
で
な
い
。

こ
の
関
連
に
つ
い
て
、
井
上
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
、
抵
当
権
の
存
在
に
つ
い
て
占
有
者
が
善
意
で
あ
る
が
、
所
有

権
に
つ
い
て
所
有
者
が
中
断
行
為
を
な
し
、
又
は
停
止
の
原
因
が
あ
る
と
き
に
は
、
抵
当
権
の
み
時
効
が
成
就
す
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、

占
有
者
が
所
有
権
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
が
、
抵
当
権
の
存
在
に
つ
い
て
は
悪
意
で
あ
る
と
か
、
抵
当
債
権
者
が
時
効
の
進
行
中
に
中
断

を
し
、
又
は
停
止
の
原
因
を
有
す
る
と
き
は
、
抵
当
債
権
者
は
そ
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
時
効
が
成
就
し
た
も
の
の
抵
当
権
に
つ
い
て
は

な
お
こ
れ
を
主
張
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
の
時
効
に
つ
い
て
、
前
者
の
場
合
、　
一
五
年
の
経
過
が
、
後
者
の
場
合
、
三
〇
年
の
経
過
が
必
要
と
な
る
。

２
　
法
典
調
査
会
な
ど
で
の
修
正

旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条
は
、
法
典
調
査
会
で
は
提
出
案
三
九

一
条

「抵
当
権

ハ
債
務
者
及
ヒ
抵
当
権
設
定
者

二
対
シ
テ
ハ
債
権

卜
同
時

二
非
サ
レ
ハ
時
効

二
因
リ
テ
消
滅
セ
ス
」
と
な
っ
て
い
る
。

梅
謙
次
郎

（以
下
、
梅
と
い
う
。）
の
説
明
に
よ
る
と
変
更
点
は
二
点
あ
る
。　
一
つ
は
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条
で
は
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
等
に
倣

っ
て

「不
動
産
ガ
債
務
者
ノ
資
産
中
二
存
ス
ル
場
合

二
於
テ
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
、
「債
務
者
ナ
ラ
ザ
ル
者
ガ
抵
当
権
ヲ

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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設
定
シ
タ
場
合

ハ
是
レ
デ

ハ
籠
リ
マ
セ
ヌ
」
と
い
う
こ
と
で
、
「債
務
者
及
ヒ
抵
当
権
設
定
者

二
対
シ
テ
」
と

「文
字

二
修
正
ヲ
加

ヘ
タ
」

こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
同
二
九
五
条
二
項
を

「総
則
二
時
効
ノ
規
定
ガ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ

・
・
・
。
明
文
ヲ
要
サ
ヌ
コ
ト
ト
考

へ
」

削
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
六
条
と
同
二
九
七
条
は
、
法
典
調
査
会

へ
の
提
出
案
三
九
二
条
で
は
、
「債
務
者
又
ハ
抵
当
権
設
定
者

二
非
サ
ル
者
力
抵
当
不
動
産
二
付
キ
取
得
時
効

二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
シ
タ
ル
占
有
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
抵
当
権
ハ
之

二
因
リ
テ
消
滅
ス
」

と
な
っ
た
。

旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
六
条
と
同
二
九
七
条
で
は
、
占
有
者
が
所
有
者
か
ら
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
場
合
と
所
有
者
で
な
い
者
か
ら

譲
り
受
け
た
場
合
と
が
区
別
さ
れ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
区
別
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。

梅
は
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
抵
当
権
の
時
効
に
関
し
て
、
二
九
六
条
で
は
三
〇
年
、
二
九
七
条
で
は
普
通
の
取

得
時
効
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
る
の
で

一
五
年
で
時
効
に
か
か
る
が
、
こ
れ
は

「若
シ
此
ニ
ツ
ノ
間
二
区
別
ヲ
ス
ル
ナ
ラ
バ

寧
口
反
対
デ
ナ
ケ
レ
バ
ラ
ナ
ヌ
ト
思
フ
」
。
す
な
わ
ち
、
「所
有
者
カ
ラ
譲
受
ケ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
ナ
ラ
バ
是
レ
ハ
他
人
ノ
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ノ

デ
ハ
ナ
イ
所
有
者
カ
ラ
其
所
有
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
夫
レ
ハ
特
別
ノ
保
護
ヲ
受
ケ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
カ
モ
知
ラ
ヌ
ガ
第
二

ノ
場
合

ハ
所
有
者
デ
ナ
イ
者
ガ
自
分
ノ
過
失
デ
ア
ツ
タ
カ
何
ン
デ
ア
ツ
タ
カ
知
リ
マ
セ
ヌ
ガ
所
有
者
卜
見
誤
ツ
テ
買
受
ケ
タ
者
ガ
却
テ
余

計
二
保
護
セ
ラ
ル
ル
理
由

ハ
ナ
イ
」
こ
と
、
ま
た
、
地
役
権
に
係
る
財
産
編
二
八
七
条
二
項
の
規
定
と

「権
衡
ヲ
得
ナ
イ
」。
す
な
わ
ち
地

役
権
に
つ
い
て
は
、
「承
益
地
ノ
所
有
者
カ
ラ
土
地
ヲ
買
受
ケ
タ
者
デ
ア
ツ
テ
モ
例
令
地
役
権
ノ
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ヌ
デ
買
受
ケ
タ
場
合
デ

ア
ル
ナ
ラ
バ
矢
張
り
十
五
年
ノ
時
効
デ
以
テ
地
役
権
ハ
消
滅
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
」。
そ
こ
で
、
こ
の
区
別
を
な
く
し
取
得
時

効
の
規
定
に
従

っ
て
、
不
動
産
を
取
得
し
た
者
が
抵
当
権
の
存
在
を
知
ら
な
い
で
取
得
し
た
場
合
に
は

一
〇
年
、
こ
れ
に
反
し
て
抵
当
権
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の
存
在
を
知

っ
て
い
た
場
合
に
は
二
〇
年
と
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で

「既
成
法
典
ヲ
改
メ
」
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
二
九
六
条
二
項
の
規
定
が

「書
イ
テ
置
カ
ヌ
デ
モ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
」
と
い
う
理
由
で
削
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旧

民
法
債
権
担
保
編
二
九
八
条
は
、
こ
れ
が

「取
得
時
効
二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
シ
タ
ル
占
有
ヲ
為
ス
」
と
い
う
こ
と
を
三
九
二
条
に
お

い
て
規
定
し
た
以
上
は
、
「総
テ
其
取
得
時
効
ノ
規
則
二
依
ラ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
此
中
二
自
ラ
合

マ
レ
テ
居
ル
ト
思
フ
夫
レ

デ
斯
ク
管
々
敷
書
ク
ノ
必
要

ハ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
シ
タ
カ
ラ
削
」

つ
て
い
る
。

た
だ
、
梅
が

「寧
口
反
対
デ
ナ
ケ
レ
バ
ラ
ナ
ム
ト
思
フ
」
と
述
べ
た
抵
当
権
の
時
効
に
係
る
期
間
の
理
解
は
、
井
上
の
観
点
と
異
な

っ

て
い
る
。
井
上
の
注
釈
で
は
、
抵
当
不
動
産
を
取
得
す
る
者
は
登
記
に
よ
り
抵
当
権
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
抵
当
権
の
存

在
に
つ
い
て
は

「常

二
悪
意
ノ
占
有
者
卜
看
倣
」
し
て
い
る
か
ら
三
〇
年
の
経
過
を
要
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
梅
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
で
、
「他
人
ノ
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
所
有
者
カ
ラ
其
所
有
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
夫
レ
ハ
特
別
ノ

保
護
ヲ
受
ケ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
カ
モ
知
ラ
ヌ
」
と
し
、
他
方
、
二
九
七
条
に
関
し
て
は
、　
一
五
年
の
時
効
期
間
に
対
し
て
、
「所
有
者

卜
見
誤
ツ
テ
買
受
ケ
タ
者
ガ
却
テ
余
計

二
保
護
セ
ラ
ル
ル
理
由

ハ
ナ
イ
」
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
時
効
の
期
間
は
三
〇
年
で
あ
る

と
解
さ
れ
る

（旧
民
法
証
拠
編

一
四
〇
条

一
項
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
梅
が
抵
当
権
の
時
効
に
関
す
る
期
間
の
規
定
と

「権
衡
ヲ
得
ナ
イ
」
と
指
摘
し
た
地
役
権
の
時
効
に
よ
る
消
滅
を

規
定
し
た
旧
民
法
財
産
編
二
八
七
条
二
項
の
民
法
二
八
九
条

へ
の
経
緯
と
、
旧
民
法
に
は
抵
当
権
の
時
効
に
よ
る
消
滅
に
関
す
る
規
定
で

あ
る
二
九
五
条
乃
至
二
九
七
条
の
ほ
か
に

一
般
的

。
原
則
的
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
民
法

一
六
七
条
二
項
が
新
た
に
誕
生
し
た
経

緯
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
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二
　
民
法

一
六
七
条
二
項

・
同
法
二
八
九
の
立
法
経
緯

１
　
民
法

一
六
七
条
二
項
の
立
法
経
緯

民
法
二
九
六
条

。
三
九
七
条
が
由
来
す
る
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
九
五
条
乃
至
二
九
七
条
は
、
債
権
担
保
編
第
二
部
第
五
章
第
七
節

「抵

当
ノ
消
滅
」
に
係
る
規
定
で
あ
る
が
、
所
有
権
の
除
く
他
の
物
権
に
関
し
て
も
、
抵
当
権
と
同
様
に
消
滅
に
係
る
特
別
な
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
用
益
権
に
関
す
る
財
産
編
第
九
九
条
、
占
有
権
に
関
す
る
同
編
二

一
三
条
、
地
役
権
に
関
す
る
同
編
二
八
七
条
な
ど
、
質
権

に
関
す
る
債
権
担
保
編

一
一
四
条
、
先
取
特
権
に
関
す
る
同
編

一
九

一
条
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
物
権
に
つ
い
て
は
明
文
が
な

け
れ
ば
疑
義
が
で
る
し
、
特
別
の
規
定
も
ご
く
少
な
い
。
他
方
、
義
務
に
関
し
て
は
、
証
拠
編
第
二
部
時
効
第
七
章

「免
責
時
効
」
に
規

定
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
他
の
権
利
の
消
滅
に
つ
い
て
は
関
知
し
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
こ
で
、
法
典
調
査
会
に
は
、
「消
滅
時
効
ニ

関
ス
ル
一
般
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
マ
シ
テ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
丈
ケ
ハ
夫
々
ノ
権
利
二
付
テ
特

二
規
定
ス
ル
ト
シ
テ
其
他
ハ
総
テ
此
処
二
規

定
シ
テ
ア
ル
所
二
依
ル
ト
定
メ
タ
」
と
し
て
、

三
ハ
八
条

「財
産
権

ハ
所
有
権
ヲ
除
ク
外
特
別
ノ
規
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
二
十
年
間
之
ヲ
行

ハ

サ
ル
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
」
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
が
民
法

一
六
七
条
二
項
の
淵
源
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
一
六
八
条
に
は
箕
作
麟
詳
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
が
採
択
さ
れ
、
「所
有
権
以
外
ノ
財
産
権

ハ
二
十
年
間
之
ヲ
行
ハ

サ
ル
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
」
と
な
っ
た
。
修
正
案
の
理
由
は
、
「原
則
デ
モ
之
レ
是

二
要
ラ
ヌ
コ
ト
デ
特
別
ノ
規
定
ガ
ア
レ
バ
夫
レ
ニ
従
ウ
ト

云
フ
コ
ト
ハ
言
フ
ヲ
侯
タ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
斯
カ
ル
疑
ヒ
ノ
生
ジ
易
イ
語
ハ
断
然
卜
削
ル
方
ガ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
」。
今
ひ
と
つ
は
、

『
所
有
権
ヲ
除
ク
外
財
産
権

ハ
』
卜
云
フ
ヤ
ウ
ニ
ハ
往
タ
マ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
規
定
は
、
民
法

一
六
七
条
と
し
て
、
明
治
二
九
年
の
第
九
回
帝
国
議
会
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
修
正
を
受
け
、
現
行
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の
二
項
立
て
の
現
行
民
法

一
六
七
条
と
な
っ
た
。

そ
の
審
議
の
な
か
で
、
抵
当
が

「所
有
権
以
外
の
財
産
権
」
に
入
る
の
か
ど
う
か
、
に
関
し
て
興
味
あ
る
や
り
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
九
年
二
月
五
日
の
衆
議
院
民
法
中
修
正
案
委
員
会
で
は
、
二
〇
年
の
期
間
短
縮
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
た
が
、
そ
の

な
か
で
、
梅
が

「若
シ
貸
金

二
就
イ
テ
是
デ
長
過
ギ
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
ル
ナ
ラ
バ
、
債
権
丈
二
就
イ
テ
短
ク
サ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、

多
少
ノ
理
由
ア
ル
コ
ト
、
認
メ
マ
ス
、
ケ
レ
ド
モ
物
権
ナ
ド
ニ
就
イ
テ
マ
デ
モ
、
之
ヲ
十
年
ト
サ
レ
ル
コ
ト
ハ
余
程
御
考
ヲ
願
ヒ
タ
イ
コ

ト
デ
」
な
ど
と
自
重
を
促
し
て
い
る
。

そ
の
さ
い
、
山
田
泰
造
委
員
が

「現
今
ノ
例
デ
所
謂
質
地
等
ヲ
占
有
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
、
斯
ウ
云
フ
ノ
ハ
、
此
中
二
包
合
サ
レ
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
ド
ウ
云
フ
意
味
デ
ア
リ
マ
ス
カ
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
政
府
委
員
の
梅
は
、
「債
権
ヲ
行
使
シ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ハ
、
唯

質
物
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
モ
、
其
タ
メ
ニ
債
権
ノ
時
効
ヲ
別
二
中
断
ス
ル
ト
カ
、
停
止
ス
ル
ト
カ
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
イ
積
リ
デ
ア
リ
マ
ス
、

従
ツ
テ
其
債
権
ガ
消
滅
シ
テ
仕
舞

ヘ
バ
、
質
権
モ
共
二
消
滅
ス
ル
積
リ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
回
答
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「サ
ウ
ス
ル
ト

抵
当
ノ
如
キ
ハ
・
・
◆
」
と
山
田
委
員
が
さ
ら
に
質
問
す
る
と
、
「抵
当
ノ
如
キ
モ
矢
張
り
債
権
ヲ
行
使
シ
マ
セ
ヌ
ト
、
債
権
二
従
タ
ル
権

利
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
消
滅
シ
マ
ス
」
と
回
答
し
て
、
こ
の
や
り
取
り
は
終
わ

っ
て
い
る
。

梅
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
二
九
年
発
刊
の

『
民
法
要
義
　
巻
ノ
ニ
物
権
』
で
は
、
「所
有
権
以
外
の
財
産
権
」
（民
法

一
六
七
条

二
項
）
に
は
抵
当
権
を
含
ま
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
質
や
抵
当
が
包
合
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
右
の
ご
と

き
説
明
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察

一 - 11 -―



法政研究 14巻 3・ 4号 (2010年 )

２
　
民
法
二
八
九
条
の
立
法
経
緯

財
産
編
第

一
部
物
権
第
第
五
章

「地
役
」
の
第
二
節
第
四
款

「地
役
ノ
消
滅
」
に
は
二
八
七
条

一
項
に
お
い
て
地
役
に
関
す
る
六
個
の

消
滅
原
因
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
他
に
、
同
条
二
項
に
、
「第
二
者
力
地
役
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
承
役
地
ヲ
占
有
シ
其
占
有
二
不
動
産
所

有
権
ノ
取
得

二
関
ス
ル
時
効

二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
地
役

ハ
消
滅
シ
タ
リ
ト
推
定
ヲ
受
ク
」
と
の
規
定
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
法
典
調
査
会
で
は
二
九
〇
条

「第
百
六
十
三
条
ノ
規
定

二
依
り
承
役
地
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
力
其
占
有
ノ
始
過
失
ナ
ク

シ
テ
地
役
権
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
地
役
権
ハ
消
滅
ス
」
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。

財
産
編
二
八
七
条
二
項
の
文
言
か
ら
み
る
と
相
当
修
正
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
梅
に
よ
れ
ば
、
本
条
は
、
財
産
編
二
八
七
条

二
項
の

「地
役

ハ
消
滅
シ
タ
リ
ト
推
定
ヲ
受
ク
」
を

「地
役
権

ハ
消
滅
ス
」
と
、
「文
字
ノ
修
正
」
を
し
た
だ
け
と
の
こ
と
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
提
案
に
対
し
て
は
、
二
人
の
委
員
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
立
場
か
ら
の
削
除
案
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
磯
部
四
郎
委
員
の
削
除
理
由
は
、
「所
有
権
ス
ラ
経
時
効
二
依
テ
取
得
致
シ
マ
ス
以
上

ハ
其
占
有
中
自
ラ
認
知
シ
テ
居
ル
他
人
ノ

物
権

ハ
兎
二
角
認
知
シ
テ
居
ラ
ヌ
物
権

ハ
所
有
権
二
悉
ク
吸
集
セ
ラ
レ
テ
仕
舞
ツ
テ
完
全
ノ
所
有
権
ヲ
得
ル
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
然
ウ

ス
レ
バ
殊
更
二
地
役
権

ハ
消
滅
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
フ
此
処
二
掲
ゲ
テ
置
ク
必
要

ハ
ナ
カ
ロ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
削
除
説
に
反
対
し
て
、
梅
は
、
地
上
権

・
永
小
作
権
は
、
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
は
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「地

上
権
永
小
作
権
ノ
如
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
随
分
大
キ
イ
権
利
強
イ
権
利
場
合

二
依
テ
ハ
所
有
権
ヨ
リ
ハ
価
ノ
大
イ
ナ
ル
権
利
然
ウ
云
フ
権
利

デ
ア
ツ
テ
見
ル
ト
其
残
ツ
テ
居
ル
少
ナ
イ
権
利
ガ
消
滅
ス
ル
ト
同
時
二
然
ウ
云
フ
モ
ノ
モ
消
滅
ス
ル
ト
云
フ
ノ
ハ
ド
ウ
デ
ア
ロ
ウ
カ
」
、
し

た
が
っ
て
、
「地
役
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
権
利
ト
シ
テ
持
テ
居
ル
ノ
ヤ
ラ
只
懇
意
同
士
デ
格
別
コ
チ
ラ
ニ
害
モ
ナ
イ
カ
ラ
黙
許
シ
テ
置
ク
ト
云
フ

ノ
ガ
曖
味
ノ
権
利
デ
ア
ル
シ
今

一
ツ
ニ
ハ
永
小
作
権
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
地
役
権
二
比

ヘ
テ
見
レ
バ
軽
イ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
容
易
二
消
滅
サ
セ
テ
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モ
其
程
不
都
合

ハ
ナ
カ
ロ
ウ
」
と
。

他
方
、
箕
作
の

「是
レ
ハ
矢
張
り
消
滅
時
効
卜
言
ツ
テ
宜
シ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
」
と
の
質
問
に
答
え
て
、
「占
有
卜
云
フ
ト
コ
ト
ガ
所

有
権
即
チ
取
得
時
効
デ
ア
ラ
ウ
併
シ
此
処
デ
ハ
地
役
ガ
ク
ツ
付
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
地
役
ヲ
除
イ
タ
所
有
権
デ
ア
ル
兎
二
角
取
得
権
卜
云
フ

モ
ノ
ヲ
得
ル
夫
レ
ト
同
時
二
地
役
其
者

ハ
時
効
二
依
テ
消
滅
ス
ル
カ
ラ
是
レ
ハ
一
種
ノ
消
滅
時
効
デ
ア
ル
前
ノ
総
則
ノ
消
滅
時
効
卜
云
フ

ノ
ハ
其
権
利
ヲ
主
張
シ
ナ
ケ
レ
バ
消
滅
シ
マ
セ
ヌ
ガ
此
処
ノ
場
合

ハ
占
有
卜
云
フ
一
ツ
ノ
条
件
二
依
テ
消
滅
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
。

さ
ら
に
、
田
部
芳
委
員
の

「甲
ノ
土
地

二
付
テ
乙
ガ
地
役
権
ヲ
持
テ
居
ル
甲
ノ
土
地
ヲ
丙
ガ
占
有
シ
テ
居
ル
甲
ハ
眠
ツ
テ
居
ツ
タ
乙
卜
云

フ
地
役
権
者

ハ
行
ナ
ツ
テ
居
ツ
タ
然
ウ
云
フ
時

ハ
所
有
者
ガ
変
ル
丈
ケ
ノ
話
デ
取
得
時
効

二
依
テ
其
土
地
二
矢
張
り
地
役
権
ハ
ク
ツ
付
テ

居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
」
と
の
質
問
に
、
「左
様
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
役
権
の
消
滅
を
承
役
地
の
所
有
権
を
時
効

取
得
す
る
反
射
的
効
果
と
し
て
理
解
す
る
磯
部
の
考
え
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
小
括

立
法
の
経
緯
に
関
す
る
考
察
の
結
果
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
　
旧
民
法
で
は
、
抵
当
権
の
時
効
に
関
わ
る
規
定
は
、
債
権
担
保
編
第
二
九
二
条
第
二
、
第
二
九
五
条
乃
至
二
九
八
条
で
あ
り
、
現
行

民
法

一
六
七
条
二
項
に
あ
た
る
債
権
以
外
の
財
産
権
の
消
滅
時
効
に
関
す
る

一
般
的
規
定
は
な
か
っ
た
。

②
　
現
行
民
法

一
六
七
条
二
項
は
、
現
行
民
法
の
編
纂
に
さ
い
し
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
典
調
査
会
で
の
審
議

に
お
い
て
は
、
「債
権
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
」
に
関
す
る
消
滅
時
効
の
一
般
原
則
で
あ
る
が
、
特
別
規
定
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
従

う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
民
法
三
九
七
条
は
抵
当
権
に
係
る
特
別
規
定
で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権

に
係
る
時
効
消
滅
は
も

っ
ぱ
ら
民
法
三
九
七
条
が
規
律
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
抵
当
権
に
は
民
法

一
六
七
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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０
０14)（６

）

フ
ラ
ン
ス
民
法
二

一
八
〇
条
は
、　
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

先
取
特
権
及
抵
当
権

ハ
次
ノ
原
因
二
因
リ
テ
消
滅
ス

一　
主
タ
ル
債
務
ノ
消
滅

一
一　
債
権
者
ノ
抵
当
権
ノ
拠
棄

言
一　
第
二
取
得
者
ガ
其
ノ
取
得
セ
ル
財
産
ヲ
鞣
除
ス
ル
為
二
法
定
ノ
方
式
及
条
件
ヲ
履
践
セ
ル
ト
キ

四
　
時
効

時
効

ハ
、
債
務
者
ノ
手
二
存
ス
ル
財
産

二
付
テ
ハ
、
抵
当
権
又
ハ
先
取
特
権
ヲ
発
生
セ
シ
メ
タ
ル
主
タ
ル
債
権
二
付
定
メ
ラ
レ
タ
ル
期
間
ノ
経
過
二
因
リ

テ
債
務
者
ノ
為
二
完
成
ス

第
三
取
得
者
ノ
手
二
存
ス
ル
財
産

二
付
イ
テ
ハ
、
抵
当
権
又
ハ
先
取
特
権
ノ
時
効

ハ
、
第
三
取
得
者
ガ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ベ
キ
時
効
期
間
ノ
経
過
二
因
リ

テ
第
二
取
得
者
ノ
為
二
完
成
ス

時
効
ガ
権
利
証
書

二
基
ク
場
合

二
於
テ
ハ
、
其
ノ
権
利
証
書
ガ
登
記
簿

二
登
記
サ
レ
タ
日
ヨ
リ
時
効
ハ
進
行
ス

現
行
民
法
三
九
七
条
の
立
法
経
緯
に
鑑
み
る
と

「債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
」
と
は
、
も

つ
ぱ
ら
抵
当
不
動
産
の
譲
り

受
け
た
者
、
す
な
わ
ち
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
他
方
、
民
法
三
九
六
条
に
あ
つ
て
は
、
「債
務

者
及
び
抵
当
権
設
定
者
」
に
の
み
係
る
規
定
で
あ

っ
て
、
反
対
解
釈
と
し
て
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
適
用
さ
れ
る
と
は
解

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

民
法
三
九
六
及
び
民
法
三
九
七
条
は
、
い
ず
れ
も
抵
当
権
の
消
滅
時
効
に
係
る
規
定
で
あ
る
。
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（第
四
項
省
略
）

（７
）

旧
民
法
債
権
担
保
編
は
、
総
則
、
第

一
部
　
対
人
担
保
、
第
二
部
　
物
上
担
保
の
三
部
編
成
で
あ
り
、
第
二
部
が
、
第

一
章
　
留
置
権
、
第
二
章
　
留
置
権
、

第
二
章
　
不
動
産
質
、
第
四
章
　
先
取
特
権
、
第
五
章
　
抵
当
の
五
章
構
成
で
あ
る
。

（８
）

井
上
操

『
民
法

［明
治
２３
年
］
詳
解
　
債
権
担
保
編
之
部
　
下
巻
』
（平
成

一
四
年
、
信
山
社
）
七
四
二
頁
～
七
四
二
頁
。
な
お
、
旧
民
法
は
、
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
起
草
の
草
案
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
担
保
権
二
九
五
条
～
二
九
七
条
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
は
、
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
問
法

草
案
注
釈
第
四
編
』
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
も

っ
と
も
、
草
野

・
前
掲
論
文
六
二
頁
は
、
Ｆ
」
れ
ら
の
草
案
ほ
と
ん
ど
変
更
さ
れ
ず
、
旧
民
法
債
権
担

保
編
と
し
て
立
法
化
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
再
閲
修
正
民
法
草
案
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
前
掲
の
注
釈
は
、
そ
の
ま
ま
旧
民
法
の
抵
当
権
の
時
効
規
定
に

関
す
る
立
法
理
由
と
い
っ
て
も
構
わ
な
い
」
と
さ
れ
る
。

井
上

。
前
掲
書
七
四
六
頁

井
上

・
前
掲
書
七
四
五
頁

井
上

。
前
掲
書
七
四
九
頁

井
上

。
前
掲
書
七
五

一
頁
～
七
五
六
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『
法
典
調
査
会
　
民
法
議
事
速
記
録
二
』
（商
事
法
務
研
究
会
、
昭
和
五
九
年
）
九
六

一
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

・
九
六
二
頁
～
九
六
三
頁

以
下
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

・
前
掲
書
二

。
九
六
三
頁

梅
謙
次
郎
の
提
案
理
由
で
あ
る
。
参
照
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『
法
典
調
査
会
　
民
法
議
事
速
記
録

一
』
（商
事
法
務
研
究
会
、
昭
和
五

八
年
復
刻
）
五
二
九
頁

民法二九六条及び同法二九七条に関する序論的考察
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提
案
者
は
箕
作
麟
詳
で
あ
る
。
参
照
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書

一
。
五
四
三
頁

「衆
議
院
民
法
中
修
正
案
委
員
会
速
記
録
明
治
二
九
年
三
月
五
日

（第
五
号
と

広
中
俊
雄

『
第
九
回
帝
国
議
会
の
民
法
審
議
』
（有
斐
閣
、
昭
和
六

一
年
）

一
四
六
頁
～

一
四
七
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

。
三

一
二
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

・
三

一
四
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

・
三

一
五
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

・
前
掲
書
二

・
三

一
八
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

・
三

一
七
頁

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

。
前
掲
書
二

・
三

一
七
頁
～
三

一
八
頁

Ⅲ
　
民
法
二
九
六

・
同
法
二
九
七
条
等
に
関
す
る
学
説
の
形
成

一　
立
法
者
達
の
所
説

現
行
民
法
で
は
、
「債
権
以
外
の
財
産
権
」
の
消
滅
時
効
を
定
め
た

一
般
規
定
で
あ
る
民
法

一
九
六
条
二
項
が
新
し
く
設
け
ら
れ
た
た
め
、

民
法
三
九
六
条
と
同
法
三
九
七
条
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
民
法

一
九
六
条
二
項
と
同
法
三
九
六
条
と
の
関
係
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
両
条
の
関
係
の
提
え
方
が
民
法
二
九
六
条
と
同
三
九
七
条
の
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
立
法
に
携
わ
っ
た
梅
謙
次
郎
と
富
井
政
章
の
所
説
を
考
察
す
る
。

１
　

『
民
法
要
義
』
に
み
る
梅
謙
次
郎
の
所
説

梅
謙
次
郎

（以
下
、
梅
と
い
う
。）
は
、
民
法
二
九
六
条
は
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
の
た
め
に
す
る
時
効
に
関
す
る
も
の
、
つ
ぎ
の

民
法
二
九
七
条
は
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で
は
な
い
者
の
た
め
に
す
る
時
効
に
関
す
る
も
の
、
と
両
条
を
区
別
を
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
て
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
同
時
で
な
け
れ
ば
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
し
な
い
と
定

め
る
民
法
三
九
六
条
の
立
法
趣
旨
に
関
し
、
「抵
当
権
ハ
債
権
ノ
従
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
担
保
ス
ル
ヲ
以
テ
其
目
的
ト
ス
然
ル
ニ
債
務
ノ

弁
済
ヲ
怠
レ
ル
債
務
者
又
ハ
其
債
権
ヲ
担
保
ス
ル
為
メ
ニ
自
ラ
抵
当
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル
者

ハ
例
令
抵
当
権
者
力
抵
当
権
ヲ
行
使
セ
サ
ル
ニ

モ
セ
ヨ
荀
モ
債
権
力
時
効

二
罹
リ
テ
消
滅
セ
サ
ル
間

ハ
之
二
対
シ
テ
其
抵
当
権
力
巳
に
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
セ
リ
ト
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
ハ
殆
卜
普
通
ノ
観
念
ヨ
リ
之
ヲ
考
フ
ル
モ
殆
卜
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
債
権
は
時
効
の
中
断
が
な
さ
れ
時
効

が
完
成
し
な
い
が
、
抵
当
権
は
早
く
不
使
用
に
よ
り
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
稀
で
は
な
い
の
で
本
条
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
、
と
す
る
。

他
方
、
民
法
三
九
七
条
に
つ
い
て
は
、
「債
務
者
又
ハ
抵
当
権
設
定
者
二
非
サ
ル
者
二
付
テ
ハ
前
条

二
述

ヘ
タ
ル
理
由
ナ
キ
カ
故

二
例
令

債
権

ハ
未
夕
時
効

二
因
リ
テ
消
滅
セ
サ
ル
モ
抵
当
権
ノ
ミ
其
者
ノ
為
メ
ニ
消
滅
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
敢
テ
怪
シ
ム
ニ
足
ラ
ズ
」
と
、
そ
の
趣

旨
を
述
べ
る
。
し
か
し
、　
一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
九
七
条
二
項
）
に
よ
る
消
滅
は
認
め
て
い
な
い
。
「元
来
抵
当
権
ナ
ル
モ
ノ
ハ
他
ノ

物
権
若
ク
ハ
債
権
卜
大

二
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
」
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

梅
は
、
こ
の
こ
と
を
具
体
例
を
も

つ
て
説
明
し
て
い
る
。
抵
当
権
設
定
者
が
債
権
の
満
期
後
に

一
〇
年
を
経
て
そ
の
不
動
産
を
売
却
し

た
場
合
、
そ
の
買
主
が
登
記
簿
等
に
よ
り
抵
当
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
、
又
は
そ
の
後

一
〇
年
を
経
て
抵
当
権
者
が
そ
の

抵
当
権
を
行
う
こ
と
な
く
二
〇
年
を
経
た
と
し
て
も
、
そ
の
買
主
は
、
民
法

一
九
六
条
二
項
を
持
ち
出
し
て
抵
当
権
の
消
滅
を
主
張
す
る

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
民
法
三
九
六
条
の
規
定
に
よ
り
抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
不
動
産
を
所
有
す
る
間
は
抵
当
権
に
つ
い
て

は
時
効
が
進
行
し
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「然
リ
ト
雖
モ
若
シ
其
買
主
ニ
シ
テ
第
百
六
十
二
条
ノ
条
件
ヲ

具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
其
者

ハ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ヘ
キ
カ
故

二
其
結
果
ト
シ
テ
抵
当
権
モ
亦
消
滅
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
す
る
。

さ
ら
に
続
け
て

「即
チ
買
主
力
不
動
産
ヲ
買
取
ル
際

二
当
り
抵
当
権
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
且
之
ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
付
豪
モ
過
失
ナ
キ

ト
キ

・
・
・
・
・
十
年
間
其
不
動
産
ヲ
占
有
ス
ル
ニ
因
リ
テ
抵
当
権

ハ
消
滅
ス
ヘ
シ

（以
下
略
ご
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
取
得
者
が
抵
当

不
動
産
を

一
定
期
間

「占
有
」
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
抵
当
権
が
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
四
年
発
行
の

『
訂
正
増
補
民
法
要
義
　
物
権
編
』
で
は
、
と
は
い
え
、
抵
当
権
も
民
法

一
六
七
条
二
条
に
定
め
た

一
般
の
消
滅
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
「元
来
抵
当
権
ナ
ル
モ
ノ
ハ
他
ノ
物
権
若
ク
ハ
債
権
卜
大

二
趣
ヲ

異
ニ
ス
ル
」
と
の
記
述
は
消
え
去
り
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
に
つ
い
て
は
、
「債
権
ハ
未
夕
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
セ
サ
ル
モ
抵
当
権

ノ
ミ
其
者
ノ
為
メ
ニ
消
滅
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
敢
テ
怪
シ
ム
ニ
足
ラ
ス
」
と
い
う
の
で
あ
れ
は
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
と

の
関
係
で
は
、
「故
二
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
説
明
の
た
め
の
具
体
例
に
あ
つ
て
も
、
明
治
二
九
年
版
で
は
、
抵
当
不
動
産
の

「買
主
」
と
な
っ
て
い
た
が

（す
な
わ
ち
第

三
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。）
、
明
治
四
四
版
で
は
、
「第
三
者
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
変
更
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
民

法
三
九
八
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
梅
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
債
権
に
つ
い
て
時
効
の
中
断
又
は
停
止
が
あ
っ
て
抵
当
権
に
つ
い
て
は

こ
れ
が
な
い
と
い
っ
た

「実
際
二
於
テ
ハ
稀
ナ
ル
ヘ
シ
」。
し
か
も
、
「債
務
者
又
ハ
抵
当
権
設
定
者

二
非
サ
ル
者
」
と
は
、
抵
当
不
動
産

の
第
三
取
得
者
が
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
版
に
せ
よ
、
抵
当
権
の
消
滅
に
関
わ
っ
て
民
法
二
八
九
条
を
参
照
す
べ
き
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
つ
ぎ
に
民
法
二
八

―- 18 -



九
条
に
関
す
る
注
釈
を
み
て
お
き
た
い
。

梅
に
よ
れ
ば
、
地
役
権
の
消
滅
時
効
に
は
二
種
類
あ
る
。　
一
つ
は
、
民
法

一
六
七
条
二
項
が
適
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
の

一
つ
が

民
法
二
八
九
条
及
び
同
法
二
九
〇
条
の
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
役
権
は
抵
当
権
と
異
な
り
民
法

一
六
七
条
二
項
の
適
用
を
認
め
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
「大

二
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
」
の
は
抵
当
権
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

地
役
権
が
消
滅
す
る
所
以
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「地
役
権

ハ
素
卜
所
有
権
ノ
支
分
権
ニ
シ
テ
所
有
権

ノ

一
部
ナ
リ
ト
云
フ
モ
可
ナ
リ
故

二
承
役
地
ノ
占
有
者
力
其
土
地
二
付
キ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ノ
占
有
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
其
中

二
地
役
権
卜
地

役
権
ヲ
除
キ
タ
ル
残
余
ノ
所
有
権
ト
ノ
ニ
ツ
ヲ
包
合
セ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
」
。
そ
こ
で
、
「承
役
地
ノ
占
有
者
力
完
全
ナ
ル
所
有
権

二
付

キ
第
百
六
十
二
条
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
因
リ
テ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ヘ
ク
従
テ
他
人
力
有
セ
シ
地
役
権

ハ
消
滅

二
帰

セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
。

も

っ
と
も
こ
の
民
法
二
九
七
条
の
規
定
は
地
役
権
者
に
と
つ
て
は

「頗
ル
不
利
益
ナ
ル
所
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
法
二
九
〇
条
を
お

い
て
、
地
役
権
の
行
使
を
時
効
の
中
断
と
し
、
地
役
権
の
消
滅
を
免
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「前
条
二
定
ス
ル
所
ノ
時
効

ハ
取

得
時
効
ノ
結
果
ナ
リ
ト
雖
モ
地
役
権
二
付
テ
之
ヲ
言

ヘ
ハ
一
ノ
消
滅
時
効
」
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。

２
　

『
民
法
原
論
』
に
み
る
富
井
政
章
の
所
説

富
井
に
つ
い
て
は
、
時
代
が
か
な
り
下
が
っ
た
大
正

一
二
年
発
行
の

『
民
法
原
論
　
第
二
巻
物
権
』
を
参
照
す
る
。

抵
当
権
の
消
滅
時
効

（民
法

一
六
七
条
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
債
権
よ
り
も
そ
の
時
効
期
間
が
長
い
こ
と
が
常
で
あ
る
か
ら
、

実
際
に
時
効
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
稀
と
は
い
え
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

な
お
、
「抵
当
権

ハ
債
権
ノ
担
保
ヲ
ロ
的
ト
ス
ル
従
タ
ル
権
利
ト
シ
テ
其
担
保
ス
ル
債
権
二
先
チ
単
独
二
時
効
二
罹
ル
コ
ト
ナ
シ
是
其
目

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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的
及
ヒ
当
事
者
ノ
意
思
二
適
合
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
リ
ト
雖
モ
此
従
属
関
係

ハ
担
保
権
ノ
性
質
ヨ
リ
当
然
生
ス
ル
結
果
二
非
ス
ト
モ
見
ル
コ

ト
ヲ
得

ヘ
キ
故
二
民
法
ニ
ハ
」
三
九
六
条
の
ご
と
き

「明
文
」
を
置
い
た
と
す
る
。
言
い
回
し
は
と
も
か
く
、
梅
と
同
旨
で
あ
る
。

民
法
三
九
七
条
に
関
し
て
は
、
も

っ
ぱ
ら
消
滅
時
効
に
関
す
る
民
法
二
九
六
条
と
対
比
し
、
抵
当
権
が
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で

な
い
者
が
抵
当
不
動
産
に
つ
い
て
取
得
時
効
に
必
要
な
条
件
を
具
備
し
た
占
有
を
な
し
た
と
き
抵
当
権
が
消
滅
す
る
の
は
、
「是
取
得
時
効

ハ
権
利
ノ
原
始
的
取
得
方
法
タ
ル
結
果
二
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
成
で
は
、
抵
当
不
動
産
の
譲
渡
を
受
け
た
第

二
取
得
者
に
あ
つ
た
は
、
抵
当
不
動
産
の
取
得
時
効
が
問
題
に
な
ら
な
い
た
め
、
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
れ
と
も
第
三
取
得
者
は
民

法
三
九
七
条
の
適
用
か
ら
外
す
と
す
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

他
方
、
民
法
二
八
九
条
に
定
め
た
る
地
役
権
が
消
滅
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
「第
三
者
力
地
役
権
ノ
存
在
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
承
役
地
ノ
所

有
者
ヨ
リ
其
土
地
ヲ
譲
受
ケ
又
ハ
其
他
ノ
方
法

ニ
ヨ
リ
承
役
地
ヲ
占
有
シ
時
効
取
得
二
必
要
ナ
ル
期
間
問
題
ナ
ク
之
ヲ
占
有
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
第

一
六
二
条

二
依
り
承
役
地
ノ
完
全
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
従
テ
其
結
果
ト
シ
テ
当
然
地
役
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
何
ト
ナ
レ

ハ
地
役
権

ハ
畢
克
承
役
地
所
有
権
ノ
制
限
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
説
明
す
る
。

〓
一　
そ
の
後
の
学
説
の
状
況

１
　

『
民
法
理
由
』
み
る
岡
松
参
太
郎
の
所
説

梅
謙
次
郎
と
富
井
政
章
の
所
説
は
、
抵
当
権
に
つ
い
て
、
消
滅
時
効
の
一
般
的
規
定
で
あ
る
民
法

一
六
七
条
二
項
の
適
用
を
認
め
る
な

ど
、　
一
部
立
法
経
緯
と
離
れ
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
が
、
関
連
条
項
の
立
法
経
緯
を
忠
実
に
踏
ま
え
て
い
る
の
が
岡
松
参
太
郎
の
所
説
で

―- 20 -



あ
る
。
明
治
三
二
年
発
行
の

『
注
釈
民
法
理
由
物
権
編
』
に
よ
れ
ば
、
民
法
二
九
七
条
及
び
同
法
三
九
八
条
の
立
法
趣
旨
に
関
し
、　
つ
ぎ

の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

ま
ず
、
民
法
三
九
六
条
の
注
釈
に
お
い
て
、
抵
当
権
は
物
権
で
あ
る
か
ら
取
得
時
効
及
び
消
滅
時
効
に
か
か
る
が
、
不
動
産
が
債
務
者

又
は
抵
当
権
設
定
者
の
占
有
内
に
あ
る
場
合
と
不
動
産
が
第
三
取
得
者
の
占
有
に
帰
し
た
場
合
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
、
同
条
は
前
者

の
場
合
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
同
条
の

「其
主
タ
ル
債
務
力
消
滅
ス
ル
ト
キ
ハ
抵
当
モ
亦
消
滅

二
帰
シ
債
務

ノ
時
効
中
断
セ
ラ
ル
レ
ハ
抵
当
権
ノ
時
効
モ
亦
中
断
セ
ラ
ル
債
務
ノ
時
効
ヲ
停
止
ス
ル
ノ
原
因

ハ
抵
当
権
ノ
時
効
ヲ
モ
停
止
シ
抵
当
権

ニ

対
ス
ル
消
滅
時
効

ハ
債
権
ノ
消
滅
時
効
卜
其
運
命
ヲ
共
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
規
定
内
容
に
関
し
、
「抵
当
権
ノ
ミ
独
り
債
務
二
先
チ
消
滅
ス

ル
コ
ト
ナ
ク
又
債
務
消
滅
シ
テ
抵
当
権
ノ
ミ
残
留
ス
ル
ノ
理
由
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
趣
旨
を
説
明
す
る
。

つ
い
で
、
民
法
三
九
七
条
の
注
釈
で
は
、
旧
民
法
に
お
け
る
債
権
担
保
編
二
九
六
条
と
二
九
七
条
の
区
分
と
そ
れ
の
廃
止
を
踏
ま
え
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
「種
々
ノ
区
別
ヲ
設
ケ
タ
レ
ト
モ
是
レ

一
モ
理
論

二
適
合
セ
ス
而
カ
モ
旧
民
法
ハ
抵
当
ハ
所
有
権
ノ
取
得
時
効
卜
同

一
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
消
滅

二
帰
ス
可
キ
モ
ノ
ト
為
ス
カ
故

二
所
有
権
ノ
時
効
卜
抵
当
権
ノ
時
効
ト
ハ
仏
法
典

二
於
ケ
ル
カ
如

ク
相
分
離
シ
テ
種
々
ノ
混
雑
ヲ
生
ス
ル
ノ
虞
ア
リ
之
ヲ
以
テ
本
法

ハ
全
ク
之
ヲ
変
更
シ
第
三
取
得
者
力
其
不
動
産
二
付
キ
取
得
時
効

二
必

要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
セ
ル
占
有
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権

ハ
之

二
因
テ
消
滅
ス
可
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
」
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
、
不
動
産
が

第
二
者
取
得
者
の
占
有
に
帰
し
た
と
き
は
、
「債
権
ノ
時
効
卜
抵
当
ノ
時
効
ト
ハ
互
二
相
独
立
シ
債
権
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権

ハ
之
ト

同
時

二
消
滅
ス
レ
ト
モ
抵
当
権
ノ
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
尚
ホ
債
権
ノ
消
滅
セ
サ
ル
場
合
ア
ル
モ
ノ
ト
為
セ
リ
」
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
原
因
と
な
る
時
効
の
性
質
は
、
時
効
が
取
得
時
効
と
同

一
の
条
件
に
従
う

こ
と
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「旧
民
法
ハ
抵
当
ノ
消
滅
時
効
卜
明
言
セ
リ
ト
雖
其
作
用
力
消
滅
時
効
二
類
似
ス
ル
ニ
過
キ
ス
其
性
質

ハ

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察

- 21 -



法政研究14巻 3・ 4号 (2010年 )

明
カ
ニ
取
得
時
効
ナ
ル
コ
ト
ハ
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「時
効

二
因
テ
完
全
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
ノ
結
果
ハ
当
然
抵

当
権
ヲ
消
滅
二
帰
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
岡
松
の
所
説
は
、
民
法
三
九
六
条
と
債
権
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
消
滅
時
効
を
規
定
す
る
民
法

一
六
七
条
二
項
と
の
関
係

及
び
承
役
地
の
時
効
取
得
に
よ
る
地
役
権
の
消
滅
を
規
定
す
る
民
法
二
八
九
条
と
の
関
係
に
お
い
て
も

一
貫
し
て
い
る
。

岡
松
に
よ
れ
ば
、
消
滅
時
効
は
す
べ
て
の
物
権
債
権
に
適
用
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
と
し
て
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
物

権
債
権
も
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
一
つ
に
担
保
物
権
を
あ
げ
、
「担
保
権
ハ
其
担
保
ス
ル
債
権
卜
同
時
二
非
レ
ハ
消
滅
時
効
二
罹
ラ
ス
」

と
す
る
。
こ
れ
を
受
け
、
民
法

一
六
七
条
二
項
所
定
の

「債
権
又
ハ
所
有
権

二
非
ル
財
産
権
」
の

「例
外
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、

地
役
権
に
係
る
二
八
九
条
と
抵
当
権
に
係
る
三
九
六
条
と
二
九
七
条
を
あ
げ
て
い
る
。

民
法
二
八
七
条
に
係
る
注
釈
は
簡
単
で
あ
る
が
、
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
「第
三
者
力
地
役
権
ノ
存
在
ヲ
知
レ
ス
シ
テ
承
役
地
ノ
所
有
者

ヨ
リ
其
土
地
ヲ
譲
受
ケ
又
ハ
其
他
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
承
役
地
ヲ
占
有
シ
取
得
時
効
二
必
要
ナ
ル
期
間
問
題
ナ
ク
之
ヲ
占
有
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第

一
六
二
条

二
依
り
承
役
地
ノ
完
全
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
従
テ
其
結
果
ト
シ
テ
当
然
地
役
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
何
ト
ナ
レ
ハ
地

役
権

ハ
畢
克
承
役
地
所
有
権
ノ
制
限
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
す
る
。

２
　

『
民
法
釈
義
』
に
み
る
中
島
玉
吉
の
所
説

岡
松
参
太
郎
の
所
説
に
対
立
す
る
代
表
な
所
説
と
し
て
、
当
時
京
都
法
科
大
学
教
授
で
あ
っ
た
中
島
玉
吉
の
所
説
を
大
正
五
年
に
発
行

さ
れ
た

『
民
法
釈
義
』
を
も
と
に
考
察
す
る
。

中
島
は
、
抵
当
権
の
消
滅
に
関
し
定
め
た
民
法
三
九
六
条
と
同
三
九
七
条
に
つ
い
て
、
前
者
を
抵
当
権
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
規
定
、

他
方
後
者
を
抵
当
不
動
産
の
取
得
時
効
に
結
果
に
関
す
る
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
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そ
し
て
、
民
法
二
九
六
条
は
、
消
滅

「時
効
ノ
効
カ

ニ
制
限
ヲ
加

ヘ
タ
」
も
の
、
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
に
先
だ

っ
て
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
が
、
「唯
り
債
務
者
及
ヒ
抵
当
権
設
定
者

二
対
シ
テ
ハ
消
滅
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
ニ
在
り
」
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
抵
当
権
は
従
た
る
権
利
で
あ
る
こ
と
は

「之
ヲ
争
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
雖
モ
」、
抵
当

権
と
債
権
と
は

「別
個
ノ
権
利
ナ
ル
カ
故
」
に
、
抵
当
権
は
主
た
る
債
務
に
先
立
ち
て
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
い
う

「此
説
誤
レ
リ
」

と
す
る
。　
一
方
の
債
権
に
対
す
る
時
効
の
中
断
が
他
の
も
の
に
対
す
る
時
効
の
中
断
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
債
権
に
つ
い
て
は
時
効

の
中
断
が
な
さ
れ
時
効
が
完
成
し
な
い
と
し
て
も
抵
当
権
に
つ
い
て
は
時
効
の
中
断
が
な
く
時
効
が
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る

し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
説
は

「之
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」。
し
か
し
こ
の
理
論
を
貫
く
と
き
は
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者

の
ご
と
き

「債
務
弁
済
ノ
義
務
ア
ル
者
又
ハ
其
担
保
ノ
責
ア
ル
者
力
債
権
ノ
未
夕
弁
済
セ
ラ
レ
サ
ル
ニ
担
保
権
ノ
消
滅
ヲ
援
用
シ
得
ル
結

果
ト
ナ
リ
徳
義

二
反
ス
ル
コ
ト
大
ナ
リ
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

右
の
ご
と
き
理
由
か
ら
は
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
、
中
島
が
あ
げ
る
の
は
、
他
の
債
権
者
、
他
の
抵
当
権
者
、
第
三

取
得
者
な
ど
で
あ
る
が
、
に
対
し
て
は
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
に
先
立
ち
て
消
滅
時
効
に
か
か
る
。
し
た
が
つ
て
、
抵
当
権
者
は
、
抵
当

不
動
産
を
競
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「其
売
得
金
ヲ
配
当
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
他
ノ
債
権
者
他
ノ
抵
当
権
者
二
対
シ
テ
抵
当
権
ヲ
主
張
シ

テ
優
先
権
ヲ
行
フ
ヲ
得
ス
」。
中
島
が
い
う
抵
当
権
の

「相
対
的
消
滅
」
で
あ
る
。

抵
当
権
の
消
滅
時
効
は
抵
当
債
権
の
弁
済
期
の
時
か
ら
進
行
を
開
始
し

（民
法

一
六
六
条
）
、
時
効
期
間
は
二
〇
年
で
あ
る

（民
法

一
六

七
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
債
権
が
弁
済
期
が
到
来
し
た
の
ち
債
権
に
つ
い
て
は
時
々
中
断
の
手
続
き
を
取

っ
た
と
し
て
も
抵
当
権
に
つ

い
て
中
断
の
手
続
き
を
取
ら
な
い
と
き
に
は
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
に
先
立

っ
て
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
。

他
方
、
民
法
三
九
七
条
に
関
し
、
「取
得
時
効
」
と
か
、
「占
有
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
い
つ
た
文
言
が
、
取
得
時
効
の
結
果
を
定
め
た
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も
の
所
以
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
取
得
時
効
と
消
滅
時
効
と
は
元
来
同

一
の
制
度
の
両
面
で
は
な
い
が
、
取
得
時
効
の
結
果
と
し
て
当

然
こ
れ
と
相
容
れ
な
い
他
人
の
権
利
は
消
滅
す
る
と
し
て
、
両
者
を
混
同
す
る
見
解

（名
指
し
さ
れ
て
い
る
の
は
梅
謙
次
郎

『
民
法
要
義

物
権
編
』
民
法
三
九
七
条
に
お
け
る
解
説
）
を
批
判
す
る
。

民
法
三
九
七
条
の
内
容
は
抵
当
権
の
消
滅
で
あ
る
が
、
抵
当
権
が
消
滅
す
る
の
は
、
所
有
権
の
取
得
時
効
と
抵
当
権
と
は
両
立
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

「本
条

ニ
ハ
単

二
取
得
時
効
ト
ノ
ミ
ア
リ
テ
所
有
権
ノ
取
得
時
効
ナ
ル
文
字
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
抵
当
権
卜
両
立

ス
ル
ヲ
得
サ
ル
権
利
ハ
只
所
有
権
ア
ル
ノ
ミ
」
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
の
時
効
取
得
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
解
釈
す
る
の
が

「当
然

ノ
事
理
ノ
ミ
」。

ま
た
、
債
務
者
又
ハ
抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
を
取
得
時
効
に
必
要
な
占
有
を
な
し
て
も
抵
当
権
は
消
滅
し
な

い
。
そ
れ
は
、
「債
務
弁
済
ノ
義
務
ア
ル
者
又
ハ
債
務
者
ノ
為
メ
ニ
担
保
ヲ
供
シ
其
弁
済
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
可
キ
者
」
が
債
務
消
滅
の
前
に

抵
当
権
の
消
滅
を
主
張
す
る
の
は

「善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
カ
故
ナ
リ
」。

も

っ
と
も
、
民
法
三
九
七
条
は
、
取
得
時
効
の
結
果
と
し
て
抵
当
権
の
消
滅
の
み
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
の
取
得
時
効

そ
れ
自
体
に
干
渉
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
と
い
え
ど
も
民
法

一
六
二
条
の
占
有
を
な
す
と
き
は
抵
当
権
の

負
担
の
つ
い
た
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
す
る
。

こ
の
田
島
玉
吉
の
所
説
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
と
る
の
が
京
都
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
石
田
文
治
郎
で
あ
る
。
そ
の
著
書

『
担
保
物

権
法
論
上
巻
』
の
叙
述
は
、
田
島
の
著
書

『
民
法
釈
義
』
の
要
約
の
ご
と
き
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
民
法
三
九
七
条
に
関
し
、
債
務

者
又
は
抵
当
権
を
設
定
し
た
者
が
抵
当
不
動
産
に
つ
き
取
得
時
効
に
よ
つ
て
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
あ

つ
て
も
、
抵
当
権
が
消
滅
し

な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「是
等
の
者
は
其
抵
当
不
動
産
の
上
に
抵
当
権
の
存
す
る
こ
と
を
知
っ
て
占
有
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を
為
し
て
居
つ
た
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
と
雖
も
抵
当
権
の
存
在
を
認
め
て
い
た
場

合
に
は
、
た
と
ひ
取
得
時
効
が
完
成
し
て
も
、
其
抵
当
権
は
消
滅
し
な
い
と
解
す
べ
き
」
と
す
る
点
で
あ
る
。

３
　

『担
保
物
権
法
』
に
み
る
我
妻
栄
の
所
説

田
島
玉
吉
は
、　
一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
六
七
条
二
項
）
と
民
法
三
九
六
条
と
の
関
係
に
関
し
、
抵
当
権
は
担
保
さ
れ
る
債
権
と
は

別
の
権
利
で
あ
る
が
ゆ
え
、
抵
当
権
と
い
え
ど
も
消
滅
時
効
に
つ
き
民
法

一
六
七
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
が
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定

者
に
対
し
て
は
、
「徳
義

二
反
ス
ル
」
と
し
て
そ
の
適
用
を
例
外
と
し
て
認
め
な
い
、
こ
の
よ
う
に
民
法
二
九
六
条
を
位
置
づ
け
た
。

し
か
し
、
こ
れ
と
は
反
対
の
見
解
が
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
我
妻
栄
で
あ
る
。
我
妻
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
の
従

た
る
性
格
か
ら
、
抵
当
権
の
み
被
担
保
債
権
に
先
立

っ
て
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ

っ
て
、
民
法
二
九
六
条
は
当
然
の
こ

と
を
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
民
法
三
九
六
条
の
特
則
か
ら
、
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
、
す
な
わ
ち
後
順
位

抵
当
権
者
、
第
三
取
得
者
な
ど
に
対
し
て
は
単
独
で
消
滅
時
効
に
か
か
る
。
こ
の
時
効
期
間
は
二
〇
年
で
あ
る

（民
法

一
六
七
条
二
項
）
。

梅
謙
次
郎
や
富
井
政
章
も
同
旨
で
あ
つ
た
が
、
鳩
山
秀
夫
、
勝
本
正
章
が
こ
れ
に
加
わ
る
。

他
方
、
民
法
三
九
七
条
に
つ
い
て
は
、
占
有
に
つ
い
て
登
記
以
上
の
効
力
を
認
め
る
我
が
民
法
の
取
得
時
効
の
理
論
か
ら
み
て
抵
当
権

が
消
滅
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
が
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
の
占
有
に
抵
当
権
を
排
斥
す
る
効
力
を
否
定
す
る
点
に
右
の

規
定
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
。

我
妻
の

『担
保
物
権
法
』
（昭
和

一
一
年
初
版
）
は
、
昭
和
四
三
年
、
装
い
も
あ
ら
た
に

『新
訂
　
担
保
物
権
法
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
る

が
、
「抵
当
権
の
消
滅
」
の
部
分
は
、
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日

（民
法
三
九
七
条
に
関
す
る
）
と
同
年

一
一
月
二
六
日

（民
法
三
九
六
条

に
関
す
る
）
の
大
審
院
判
決
の
法
理
を
取
り
入
れ
な
が
ら
内
容
が
充
実
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
右
二
件
の
大
審
院
判
決
の
考
察
に
移
る
。

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25

『
民
法
要
義
　
巻
之
二
物
権
編
』
（和
仏
法
律
学
校
他
、
明
治
二
九
年

［三
版
∪

五
三
〇
頁
～
五
三
二
頁

梅
謙
次
郎

『
訂
正
増
補
　
民
法
要
義
　
巻
之
二
物
権
編
』
（法
政
大
学
他
、
明
治
四
四
年

［復
刻
版
じ

五
九
〇
頁
～
五
九

一
頁

前
掲
民
法
要
義
物
権
編
二
九
三
頁
～
二
九
四
頁

前
掲
民
法
要
義
物
権
編
二
八
五
頁
～
二
八
六
頁

富
井
政
章

『
民
法
原
論
　
第
二
巻
物
権
』
（有
斐
閣
、
大
正

一
二
年

［復
刻
版
∪

エハ
〇
八
頁
～
六

一
〇
頁

富
井
政
章

『
民
法
原
論
　
第

一
巻
総
則
』
（有
斐
閣
、
大
正

一
一
年

［復
刻
版
∪

〓
一〇
七
頁

岡
松
参
太
郎

『
注
釈
民
法
理
由
中
巻
物
権
編
』
（有
斐
閣
、
明
治
三
二
年

［復
刻
版
∪

五
八

一
頁
～
五
八
三
頁

岡
松
参
太
郎

『
注
釈
民
法
理
由
上
巻
総
則
編
』
（有
斐
閣
書
房
、
明
治
三

一
年

［復
刻
版
τ

四
二
三
頁

岡
松

。
前
掲
書

（総
則
編
）
四
三
七
頁

岡
松

・
前
掲
書

（物
権
編
）
三
〇
七
頁

中
島
玉
吉

『
民
法
釈
義
　
巻
之
二
下
物
権
編
下
』
（金
刺
芳
流
堂
、
大
正
五
年
）

一
一
八
九
頁
～

一
一
九
三
頁

石
田
文
次
郎

『
担
保
物
権
法
論
上
巻
』
（有
斐
閣
、
昭
和

一
〇
年
）
三
二
八
頁

我
妻
栄

『
担
保
物
権
法

（民
法
講
義
Ⅲ
と

（岩
波
書
店
、
昭
和

一
一
年
）

一
九
五
頁

鳩
山
秀
夫

『
日
本
民
法
総
論
』
（岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
）
六
四
〇
頁

勝
本
正
章

『
担
保
物
権
法
論
』
（日
本
評
論
社
、
昭
和

一
五
年
）
五
七
五
頁

―- 26 -―



Ⅳ
　
民
法
三
九
六

・
同
法
三
九
七
条
に
関
す
る
判
例
法
理
の
形
成
と
反
対
説
の
誕
生

昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
の
民
法
二
九
七
条
に
関
す
る
大
審
院
判
決
に
続
き
、
同
年

一
一
月
二
六
日
に
民
法
三
九
六
条
に
関
す
る
大
審

院
判
決
が
だ
さ
れ
、
民
法
三
九
六
条
及
び
同
法
三
九
七
条
に
関
す
る
大
審
院
の
態
度
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
不
動
産
の
第

二
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
民
法
二
九
六
条
の
適
用
は
な
く
、
消
滅
時
効
の
原
則
に
戻
っ
て
被
担
保
債
権
と
離
れ
て
二
〇
年
の
消
滅
時
効
に

か
か
り

（民

一
六
七
条
二
項
）
、
そ
の
反
面
、
第
三
取
得
者
に
は
民
法
三
九
七
条
の
適
用
は
な
い
、
と
解
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
昭
和

一

五
年

一
一
月
二
六
日
の
大
審
院
判
決
に
は
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
に
つ
い
て
民
法
三
九
六
条
の
適
用
を
否
定
す
る
旨
の
結
論
は
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
理
論
が
な
い
た
め
、
民
法
三
九
七
条
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
大
審
院
判

決
の
結
論
は
当
時
の
通
説
に
従

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

一　
民
法
二
九
七
条
と
大
審
院
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
判
決

民
法
三
九
七
条
の
解
釈
に
関
す
る

「標
準
判
例
」
と
な
っ
た
の
が
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
の
大
審
院
判
決

（民
集

一
九
巻

一
六
号

一

三
三
八
頁
）
で
あ
る
。
民
法
三
九
七
条
の
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者

へ
の
適
用
の
認
否
に
関
し
て
、
右
大
審
院
判
決
は
、
こ
れ
を
否
定

し
た
が
、
原
院
で
あ
る
東
京
控
訴
院
の
昭
和

一
四
年
八
月
八
日
判
決

（評
論
二
九
巻
民
法
六
四
頁
）
は
、
こ
れ
と
正
反
対
に
、
肯
定
す
る

と
い
う
興
味
あ
る
結
果
が
だ
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

１
　
事
実
関
係

民法三九六条及び同法三九七条に関する序論的考察
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訴
外
Ａ
は
被
上
告
人
Ｙ

（被
控
訴
人
、
被
告
）
よ
り
０
大
正

一
一
年
七
月

一
九
日
金
二
万
円
を
借
り
受
け
利
息
は
年
九
分
ど
し
弁
済
方

法
は
大
正

一
二
年
六
月

一
日
よ
り
大
正

一
五
年
五
月
末
日
ま
で
元
本
を
据
え
置
き
そ
の
翌
日
よ
り
昭
和

一
六
年
五
月
三
〇
日
ま
で
毎
年
二

回
に
年
賦
償
還
を
な
す
べ
き
こ
と
と
な
し
、
本
件
不
動
産
中
第

一
、
第
二
の
宅
地
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
し
そ
の
旨
の
登
記
を
経
由
し
、

②
大
正

一
一
年
九
月
二
二
日
金
三
万
七
千
円
円
を
借
り
受
け
利
息
は
年
九
分
五
厘
と
し
弁
済
方
法
は
大
正

一
二
年
九
月

一
日
よ
り
昭
和

一

三
年
八
月
末
日
ま
で
毎
年
二
回
に
年
賦
償
還
を
な
す
べ
き
こ
と
と
な
し
、
本
件
第
二
の
宅
地
及
び
第
四
の
建
物
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
し

そ
の
旨
の
登
記
を
経
由
し
、
０
大
正

一
三
年
六
月
三
〇
日
金

一
万

一
千
円
を
借
り
受
け
利
息
は
年
九
分
と
し
弁
済
方
法
は
大
正

一
五
年
八

月

一
日
よ
り
昭
和

一
一
年
七
月
末
日
ま
で
毎
年
二
回
に
年
賦
償
還
を
な
す
べ
き
こ
と
と
し
、
本
件
第

一
乃
至
第
二
の
宅
地
及
び
第
四
の
建

物
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
し
そ
の
旨
の
登
記
を
経
由
し
た
。

他
方
、
上
告
人
Ｘ

（控
訴
人

・
原
告
）
は
、
大
正

一
五
年
九
月
二
日
Ａ
よ
り
右
各
不
動
産
を
買
い
受
け
そ
の
取
得
登
記
を
経
由
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
大
正

一
五
年
九
月
二
日
Ａ
よ
り
右
各
不
動
産
の
引
き
渡
し
を
受
け
、
そ
の
後
引
き
続
き
所
有
の
意
思
を
も

つ
て
平
穏

公
然
に
当
該
不
動
産
を
占
有
し
そ
の
占
有
の
始
め
善
意
に
し
て
無
過
失
で
あ
る
か
ら
昭
和

一
一
年
九
月
二
日
を
も

つ
て

一
〇
年
の
取
得
時

効
が
完
成
し
右
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
三
九
七
条
に
よ
り
Ｙ
の
本
件
不
動
産
上
の
前
記
各
抵
当
権
は
い
ず

れ
も
消
滅
し
た
の
で
、
Ｙ
に
対
し
て
、
前
記
各
抵
当
権
不
存
在
の
確
認
及
び
同
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
並
び
に
右
抵
当
権
に

基
づ
く
不
動
産
競
売
手
続
の
不
許
を
求
め
る
本
訴
を
提
起
し
た
。

２
　
控
訴
審

。
上
告
審
判
決

控
訴
審
は
、
「民
法
第
三
九
七
条

ハ
抵
当
不
動
産
ノ
取
得
時
効
二
基
ク
原
始
取
得
的
効
果
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
又
其
ノ
原
始
取
得

的
効
果
力
債
権
者
又
ハ
抵
当
権
設
定
者
二
対
シ
テ
発
生
セ
ス
ト
謂
フ
消
極
的
意
義
ヲ
ノ
ミ
有
ス
ル
規
定
二
非
ス
ス
シ
テ
、
実

二
民
法
第
三
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九
六
条
第

一
六
七
条
二
因
リ
テ
生
ス
ル
法
ノ
不
備
ヲ
補
フ
ヘ
ク
而
モ
抵
当
不
動
産
ノ
占
有
卜
連
関
セ
シ
メ
テ
設
ケ
ラ
テ
タ
ル
抵
当
権
其
ノ

モ
ノ
ノ
独
特
ノ
消
滅
原
因
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
こ
の
法
理
に
よ
り

「若
シ
Ｘ
力
Ａ
ヨ
リ
本
件
不
動
産
ヲ
買
入

レ
タ
ル
際
善
意
即
チ
本
件
不
動
産
上
二
前
示
各
抵
当
権
ノ
設
定
シ
ア
リ
且
ツ
登
記
ノ
経
由
セ
ラ
レ
ア
ル
ヲ
知
ラ
ス
自
己
力
売
買
二
因
り
何

等
負
担
ナ
キ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
信
シ
且
ツ
斯
ク
知
ラ
ス
、
斯
ク
信
ス
ル
ニ
付
何
等
ノ
過
失
ナ
カ
リ
シ
ニ
於
テ
ハ
前

示
抵
当
権

ハ
Ｘ
ノ
為
メ
消
滅
ス
ヘ
キ
筋
合
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
説
示
し
た
う
え
で
、
本
件
の
Ｘ
い
わ
ゆ
る
善
意
か
つ
無
過
失

と
い
う
要
件
を
充
足
し
た
本
件
不
動
産
の
占
有
を
開
始
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
退
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
は
上
告
し
、
民
法
二
九
七
条
の
適
用
に
お
い
て
、
そ
の
占
有
が

一
〇
年
を
以
て
足
り
る
か
二
〇
年
を
要
す
る
か
は
占

有
の
始
め
に
お
い
て
善
意
無
過
失
で
あ
る
か
否
か
に
よ
つ
て
決
ま
る
が
、
そ
の
善
意
と
は
占
有
者
が
自
己
の
所
有
権
が
あ
る
と
信
じ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
抵
当
権
の
存
在
を
知

っ
て
い
た
か
否
か
の
点
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
大
審
院
は
、

抵
当
権
の
設
定
あ
る
不
動
産
で
あ
る
と
の
知

・
不
知
は
問
わ
ず
、
そ
も
そ
も
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
は
民
法
二
九
七
条
の
規
定
の

適
用
が
な
い
と
の
理
由
で
も

っ
て
Ｘ
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

「左
レ
ト
第
二
九
七
条

二
所
謂
取
得
時
効
二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
セ
ル
占
有
ト
ハ
所
有
権

二
非
サ
ル
債
務
者
若

ハ
抵
当
権
設
定
者
以

外
ノ
者
力
第

一
六
二
条
ノ
規
定

二
依
り
所
有
ノ
意
思
ヲ
以
テ
同
条
所
定
ノ
要
件
ノ
下
二
抵
当
不
動
産
ノ
占
有
ヲ
遂
ケ
タ
ル
為
メ
取
得
時
効

完
成
シ
テ
当
該
不
動
産
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
場
合
ヲ
指
称
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
第
三
九
七
条
ノ
規
定
ノ
文
理
上
ヨ
リ
ス
ル
モ
将
又
取

得
時
効
ノ
性
質

二
鑑
ル
モ
洵
二
明
二
領
得
シ
得
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
右
判
示
ノ
如
キ
解
釈
ヲ
容
ル
ル
余
地
ナ
ク
従
テ
抵
当
不
動
産
ヲ
買
受
ケ

其
ノ
所
有
者
卜
為
リ
タ
ル
第
二
取
得
者

二
対
シ
テ
ハ
其
ノ
買
受
ケ
当
時
抵
当
権
ノ
設
定
ア
ル
不
動
産
ナ
ル
コ
ト
ワ
知
レ
リ
ヤ
否
ヤ
ヲ
問
ハ

ス
第
二
九
七
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
限
二
在
ラ
ス
ト
云
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス

（大
正
九
年

（オ
）
第
三
七
号
同
年
七
月

一
六
日
言
渡
当
院
判
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決
参
照
）
故
二
原
審
力
右
二
反
ス
ル
見
地
ヨ
リ
シ
テ
訴
外
Ａ
ヨ
リ
抵
当
権
ノ
設
定
ア
ル
本
件
不
動
産
ヲ
買
入
レ
其
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
シ
タ

ル
Ｘ
カ
ロ
的
不
動
産
ヲ
継
続
占
有
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
付

一
応
右
法
条
ノ
適
用
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
肯
定
シ
タ
ル
ハ
相
当
ナ
ラ
サ
レ
ト
モ
同
条

ニ

依
り
Ｙ
ノ
抵
当
権
消
滅
シ
タ
リ
ト
主
張
シ
テ
為
ス
Ｘ
ノ
本
訴
請
求

二
付
同
条
適
用
ノ
要
件
具
備
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
該
請
求
ヲ
排
斥
シ
タ
ル

究
極
ノ
判
断

二
至
リ
テ
ハ
正
当
ナ
ル
ヲ
失
ハ
ス
」

３
　
評
釈

（学
者
の
反
応
）

通
説
の
立
場
か
ら
本
判
決
に
つ
い
て
判
旨
に
賛
成
の
評
釈
を
し
た
の
が
柚
木
馨
で
あ
る
。
柚
木
は
、
問
題
の
焦
点
と
し
て
民
法
二
九
七

条
が
果
た
し
て
何
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
う
。
従
来
の
通
説
で
は
民
法
三
八
七
条
を
も

つ
て

「取
得
時
効
の
効
果
を
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
取
得
時
効
は
原
始
取
得
で
あ
る
か
ら
完
全
な
る
所
有
権
が
取
得
せ
ら
れ
る
の
が
原
則
だ
が
、
唯
債
務
者
及
び
抵

当
権
設
定
者
に
付
て
そ
の
取
得
時
効
に
よ
る
抵
当
権
の
消
滅
を
認
め
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
に
付
て
だ

け
は
取
得
時
効
の
効
果
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
条
の
趣
旨
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
た
が
つ
て
、
す
で
に
抵
当
不
動
産
を
所
有
し
そ

の
時
効
取
得
が
問
題
と
な
ら
な
い
第
二
取
得
者
に
は
第
三
九
七
条
は
は
じ
め
か
ら
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
右
大
審
院
判
決
を
評
釈
し
た
来
栖
三
郎
は
、
「判
旨
の
結
論
に
必
ず
し
も
反
対
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
し

つ
つ
も
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
は
民
法
三
九
七
条
の
適
用
が
な
い
と
し
た
こ
と
に
は
、
判
旨
が
い
う
よ
う
に

「文
理
上
左
様
に

明
瞭
で
は
な
い
」
の
み
な
ら
ず
、
「本
条
の
沿
革
を
顧
み
る
と
き
は
寧
ろ
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
も
、
否
特
に
此
等
の
者
に
こ
そ
適

用
す
べ
き
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
ま
た
、
デ
」
の
沿
革
を
辿
つ
て
み
る
と
、
民
法
二
九
六
条
は
抵
当
権
は
債

権
の
従
た
る
も
の
だ
か
ら
、
債
務
の
弁
済
を
怠
れ
る
債
務
者
又
は
其
債
権
を
担
保
す
る
為
め
に
自
ら
抵
当
権
を
設
定
し
た
る
者
は
例
令
抵

当
権
者
が
抵
当
権
を
行
使
せ
ぎ
る
に
も
せ
よ
荀
く
も
債
権
が
時
効
に
罹
つ
て
消
滅
し
な
い
間
は
之
に
対
し
て
其
抵
当
権
は
己
に
時
効
に
因
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り
て
消
滅
せ
り
と
主
張
し
得
ず
と
の
意
味
に
留
ま
る
。
民
法
三
九
七
条
は
之
を
承
け
て
抵
当
権
が
特
に
債
権
と
独
立
し
て
消
滅
す
る
場
合

を
規
定
し
た
の
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
「抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
等
が
取
得
時
効
に
必
要
な
る
条
件
を
具
備
せ
る
占
有
を
―
抵
当
権

の
存
在
を
知
ら
ず
且
之
を
知
ら
ぎ
る
に
付
き
過
失
あ
り
や
否
や
に
よ
つ
て
夫
々
十
年
間
又
は
二
十
年
間
―
為
し
た
と
き
は
、
抵
当
権
を
消

滅
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
説
く
。

こ
の
よ
う
に
民
法
二
九
七
条
が
規
定
す
る
時
効
に
関
し
、　
一
方
は
取
得
時
効
で
あ
り
、
他
方
は
消
滅
時
効
で
あ
る
と
、
全
く
相
容
れ
な

い
両
説
の
対
抗
で
あ
る
が
、
来
栖
の
見
解
と
同
旨
で
あ
る
原
院
の
東
京
控
訴
院
判
決
に
対
し
て
、
柚
木

。
前
掲
判
例
評
釈
が
逐

一
批
判
を

展
開
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
み
て
お
き
た
い
。

柚
木
は
、
第
二
九
七
条
を

「民
法
第
三
九
六
条
第
二
六
七
条

二
因
リ
テ
生
ス
ル
法
ノ
不
備
ヲ
補
フ
ヘ
ク
而
モ
抵
当
不
動
産
ノ
占
有
卜
連

関
セ
シ
メ
テ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
抵
当
権
其
ノ
モ
ノ
ノ
独
特
ノ
消
滅
原
因
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
す
る
右
控
訴
院
判

決
を
三
点
か
ら
批
判
す
る
。

第

一
は
、
第
二
九
六
条
と
第
二
九
七
条
と
は
相
合
し
て
初
め
て
抵
当
権
の
特
別
の
消
滅
原
因
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
見
解
は

「ど
う

も
曲
解
に
近
い
」。
簡
単
に
い
え
ば
、
第
二
九
六
条
は
抵
当
権
の
消
滅
時
効
の
効
果
を
特
に
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
付
て
制
限
す
る

の
意
味
を
持
つ
だ
け
で
あ
り
、
第
三
九
七
条
は
恰
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
取
得
時
効
の
効
果
を
特
に
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
付
て

制
限
す
る
の
意
義
を
持
つ
だ
け
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
当
然
の
効
果
を
信
義
則
上
制
限
す
る
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の

者
に
つ
い
て
取
得
時
効
の
効
果
を
制
限
し
た
り
強
化
し
た
り
す
る
趣
旨
は
少
し
も
存
在
し
な
い
。
第
二
に
、
何
が
故
に
抵
当
権
に
つ
い
て

だ
け
第
二
取
得
者
に
継
続
占
有
に
よ
る
消
滅
の
利
益
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を

「怪
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
」
。
第
二
に
、
「取
得
時
効

二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
セ
ル
占
有
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
い
う
分
詞
は
、
取
得
時
効
自
体
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
適
切
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で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
要
は
文
字
で
は
な
く
し
て

「そ
の
法
律
の
趣
旨

・
目
的
」
に
あ
る
。

し
か
し
、
よ
る
べ
き

「そ
の
法
律
の
趣
旨

・
目
的
」
の
理
解
が
食
い
違

っ
て
い
る
。
立
法
の
経
緯

・
沿
革
を
手
掛
か
り
に
、
そ
の
法
律

の
趣
旨

。
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
常
道
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
通
説
を
自
認
す
る
柚
木
が
こ
の
点
を
ど
う
扱

っ
た
か
は
よ
く
分
か

ら
な
い
。

【
一　
民
法
三
九
六
条
と
大
審
院
昭
和

一
五
年

一
一
月
二
六
日
判
決

柚
木
が
自
認
す
る
通
説
に
よ
れ
ば
、
民
法
三
九
六
条
が
抵
当
権
の
消
滅
時
効
の
効
果
を
特
に
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
つ
い
て
信

義
則
上
制
限
す
る
意
味
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
抵
当
権
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
に
対
し
て
は
被
担
保
債
権
と
離
れ
て
単

独
二
〇
年
の
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
理
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
昭
和

一
五
年

一
一
月
二
六
日
の
大
審
院
判
決

（民
集

一
九
巻
三
二
号
二

一
〇
〇
頁
）
で
あ
る
。

１
　
事
実
関
係

訴
外
Ａ
は
、
大
正
七
年
七
月

一
〇
日
上
告
人
Ｙ
銀
行

（被
控
訴
人

・
被
告
）
の
前
身
で
あ
る
Ｂ
銀
行
よ
り
金
二
百
円
を
弁
済
期
大
正
八

年
六
月
二
五
日
利
息
元
本
金
百
円
に
つ
き

一
日
金
三
銭
八
厘
の
約
定
に
て
借
り
受
け
、
そ
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
そ
の
所
有
の
畑
に

抵
当
権
を
設
定
し
、
そ
の
旨
の
登
記
を
な
し
た
。
他
方
、
被
上
告
人
Ｘ

（控
訴
人

・
原
告
）
は
、
大
正
八
年
九
月
五
日
右
土
地
を
Ａ
よ
り

買
い
受
け
、
同
年

一
二
月

一
二
日
所
有
権
取
得
登
記
を
経
由
し
た
が
、
右
債
権
は
商
行
為
よ
り
生
じ
た
債
権
で
あ
る
た
め
弁
済
期
で
あ
る

大
正
八
年
六
月
二
五
日
よ
り
起
算
し
て
大
正

一
三
年
六
月
二
五
日
を
も

っ
て
五
年
の
期
間
を
満
了
し
、
右
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
の
弁
済
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期
で
あ
る
大
正
八
年
六
月
二
五
日
よ
り
起
算
し
て
昭
和

一
四
年
六
月
二
五
日
を
も

つ
て
二
〇
年
の
消
滅
時
効
期
間
を
満
了
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
右
の
事
実
に
基
づ
き
Ｙ
銀
行
が
承
継
し
た
本
件
債
権
は
商
事
債
権
で
あ
る
た
め
弁
済
期
よ
り
五
年
を
経
過
し
た
大
正

一
三
年
六
月
二
五
日
の
満
了
に
よ
り
そ
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
抵
当
権
も
消
滅
し
た
し
、
ま
た
抵
当
権
自
体
も
債
権
の
弁
済
期
よ
り
二

〇
年
を
経
過
し
た
昭
和

一
四
年
六
月
二
五
日
を
も

つ
て
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
し
て
、
債
権
並
び
に
抵
当
権
の
不
存
在
確
認
及
び
抵
当

権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
請
求
し
た
。

２
　
控
訴
審

◆
上
告
審
判
決

原
裁
判
所
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
は
抵
当
債
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
し
得
べ
き
当
事
者
で
は
な
い
た
め
Ｘ
が
本
件
債
権
の
消

滅
時
効
を
援
用
し
て
抵
当
権
の
消
滅
を
主
張
す
る
の
は
失
当
で
あ
る
が
、
「抵
当
権
卜
債
権
ト
ハ
別
個
ノ
権
利
ナ
レ
ハ
一
方
ノ
権
利
二
対
ス

ル
時
効
ノ
中
断

ハ
他
方
ノ
権
利
二
対
ス
ル
時
効
ノ
中
断
ト
ナ
ラ
サ
ル
以
テ
抵
当
債
権

二
付
時
効
ノ
中
断
ア
ル
モ
抵
当
権
二
付
時
効
中
断
ノ

手
続
ヲ
採
ラ
サ
ル
限
り
抵
当
権

ハ
民
法
第
二
九
六
条

二
於
テ
特

二
制
限
シ
タ
ル
債
務
者
及
抵
当
権
設
定
者
以
外
ナ
ル
抵
当
物
件
ノ
第
三
取

得
者
ノ
如
キ
者
二
対
シ
テ
ハ
抵
当
債
権
ト
ハ
独
立
シ
テ
其
ノ
弁
済
期
到
来
ノ
時
ヨ
リ
二
〇
年
ノ
経
過
二
依
り
消
滅
時
効
二
罹
ル
モ
ノ
ト
ス
」。

し
か
る
に
Ｙ
は
本
件
抵
当
権
に
つ
い
て
時
効
の
中
断
の
手
続
き
を
採

っ
た
こ
と
の
何
等
の
主
張
立
証
も
し
て
い
な
い
た
め
、
本
件
抵
当
権

は
Ｘ
に
対
し
て
は
昭
和

一
四
年
六
月
二
五
日
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
消
滅
し
た
と
判
示
し
、
Ｘ
に
勝
訴
を
言
い
渡
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｙ
が
上
告
し
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
に
対
す
る
抵
当
権
の
消
滅
時
効
に
関
し
て
は
民
法
三
九
七
条
の
適
用

が
あ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
原
判
決
が
被
担
保
物
件
の
第
二
取
得
者
Ｘ
に
対
し
民
法

一
六
七
条
二
項
の
一
般
消
滅
時
効
に
関
す
る
規
定
を
適

用
し
て
本
件
抵
当
権
の
時
効
消
滅
を
判
定
し
た
が
、
こ
れ
は
法
律
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
大
審
院
は
、
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「然
レ
ト
モ
抵
当
権

ハ
債
務
者
及
抵
当
権
設
定
者

二
対
シ
テ
ハ
其
ノ
担
保
ス
ル
債
権
卜
同
時
二
非
サ
レ
ハ
時
効
二
因
り
消
滅
ス
ル
コ
ト

ナ
キ
モ
此
ノ
ニ
者
以
外
ノ
後
順
位
抵
当
権
抵
当
権
者
抵
当
物
件
ノ
第
二
取
得
者
二
対
シ
テ
ハ
被
担
保
債
権
卜
離
レ
民
法
第

一
六
七
条
第
二

項
二
依
り
二
〇
年
ノ
消
滅
時
効
二
因
り
単
独

二
消
滅
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
サ
レ
ハ
原
判
決
力
所
論
ノ
如
ク
判
示
シ
本
件
抵
当
権
ノ
時
効
取
得

ヲ
判
定
シ
タ
ル
ハ
相
当
ニ
シ
テ
法
律
ノ
適
用
ヲ
誤
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
之
卜
異
ナ
ル
見
解
二
立
脚
ス
ル
論
旨
ハ
理
由
ナ
シ
」
と
、

Ｙ
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

３
　
評
釈

（学
者
の
反
応
）

こ
の
大
審
院
判
決
に
つ
い
て
も
評
釈
を
し
た
来
栖
三
郎
は
、
こ
の
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
の
大
審
院
判
決
の
評
釈
に
お
け
る
と
同
じ

く
、
民
法
三
九
六
条
及
び
民
法
三
九
七
条
の

「沿
革
に
即
し
て
考

へ
る
と
、
二
九
六
条
は
抵
当
不
動
産
が
債
務
者
及
抵
当
権
設
定
者
の
手

許
に
留
つ
て
ゐ
る
限
り
は
被
担
保
債
権
と
独
立
に
抵
当
権
だ
け
が
時
効
に
因
つ
て
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
意
味
で
あ
り
、
同
条
か

ら
債
務
者
及
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
例

へ
ば
後
順
位
抵
当
権
者
や
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
に
対
し
て
は
独
立
に
時
効
に
因
つ
て
消

滅
す
る
と
の
結
論
が
で
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
「従
つ
て
抵
当
権
が
被
担
保
債
権
と
独
立
に
消
滅
す
る
の
は
三
九
七
条
の
規
定
す
る
場

合
の
み
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
に
あ

つ
て
は
、
ま
ず
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
の
Ｘ
に
民
法
三
九
七
条
の

規
定
す
る
要
件
が
備
わ
っ
て
い
る
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
じ
く
評
釈
を
し
た
有
泉
亨
も
来
栖
と
お
な
じ
く
判
決
の
理
論
に
は
反
対
し
た
。
民
法
三
九
六
条
の
由
来
か
ら
、
民
法
三
九
七
条
は
抵

当
権
が
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
唯

一
の
場
合
で
あ
る
し
、
民
法
三
九
六
条
は
、
第

一
に
は
抵
当
権
が
独
立
で
時
効
で
消
滅
し
な
い
と
い

う
原
則
の
注
意
的
規
定
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
た
だ
し
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
次
条
の
規
定
が
あ
る
ぞ
と
い

う
注
意
的
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
民
法

一
九
七
条
二
項
は
担
保
物
権
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
昭
和

一
五
年
八
月

一
二
日
の
大
審
院
判
決
に
対
し
て
判
決
の
理
論
に
異
論
を
差
し
挟
ん
だ
来
栖
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「判

旨
の
結
論
に
必
ず
し
も
反
対
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
唯
判
旨
の
様
に
い
と
も
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
と
言
ふ
ま
で
で
あ
る
」
と
す
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「従
来
の
判
例
も
三
九
七
条
の
適
用
を
狭
め
ん
と
し
た
が
、
本
判
決
は
其
の
態
度
を
徹
底
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
態
度
は

近
代
法
に
お
け
る
抵
当
権
強
化
の
傾
向
に
も
合
し
、
首
肯
し
得
る
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

他
方
、
有
泉
に
あ
つ
て
は
よ
り
積
極
的
に
、
右
大
審
院
判
決
に
対
し
て
、
来
栖
助
教
授
、
柚
木
教
授
と
共
に
そ
の
結
論
を
支
持
し
た
い

と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「抵
当
権
強
化
と
云
ふ
作
用
的
意
義
は
是
認
し
た
い
所
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
昭
和

一
五
年

一
一
月
二
六

日
の
大
審
院
判
決
に
対
し
て
も
判
決
の
理
論
に
は
反
対
す
る
が
、
本
件
の
結
果
は
、
正
当
で
あ
ろ
う
、
と
し
、
「私
見
が
抵
当
権
の
効
力
を

強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
」
。
抵
当
権
は
独
立
に
消
滅
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
く

（九
〇
二
条
）
、
抵
当
権

が
消
滅
時
効
に
か
か
つ
た
場
合
に
も
な
お
抵
当
権
の
行
使
が
で
き
る

（三
二
三
条

一
項
）
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
や
不
動
産
担
保

が
登
記
さ
れ
た
債
権
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
す
る
ス
イ
ス
民
法
の
規
定

（八
〇
七
条
）
に
関
し
て
、
「立
法
論
と
し
て
こ
の
よ
う
な
抵
当

権
強
化
は
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
私
は
解
釈
論
と
し
て
も
之
に
近
い
解
釈
の
可
能
な
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
論
に
組
み
込
ま
れ
た
、
ヤ
ヤ
唐
突
と
も
感
じ
ら
れ
る

「抵
当
権
の
強
化
」
と
い
う
要
請
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
要
請
で
あ
る

か
と
い
う
点
に
清
水
誠
は
疑
間
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
有
泉
が
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和

一
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
我
妻
栄

『担

保
物
権
法
』
で
は
、
民
法
三
九
六
条
の
特
則
に
よ
り
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
に
対
し
て
は
単
独
で
消
滅
時
効
に
か
か
る

民
法
の
規
定

（
一
六
七
条
二
項
）
は
、
ド
イ
ツ
民
法
三
二
三
条

一
項
を
引
き
な
が
ら
、
「抵
当
権
の
効
力
を
薄
弱
な
ら
し
む
も
の
で
あ
つ
て
、

妥
当
で
は
な
い
」、
と
し
て
い
る
。

学
説
形
成
の
観
点
か
ら
、
時
代
背
景
と
と
も
に
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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51  50  49  48  47  46  45
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44  43  42  41  40

清
水
誠

・
前
掲
論
文

一
七
六
頁

柚
木
馨

「判
例
評
釈
」
民
商

一
三
巻
二
号
二
七
六
頁

判
民
昭
和

一
五
年
度
七
六
事
件

（三
〇
六
頁
）

柚
木

。
前
掲
二
七
六
頁
～
二
七
九
頁

上
告
で
は
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
抵
当
債
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
し
た
Ｘ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
の
第
二
取
得
者
は
抵
当
債
権
の
消
滅
時
効
の

援
用
権
者
で
は
な
い
と
い
う
立
場

（大
判
明
治
四
三

。
一
・
二
五
民
録

一
六

・
三
二
頁
）
か
ら
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
当
時
に
あ
っ
て
も
、
学

説
は
、
右
判
例
に
反
対
し
、
第
二
取
得
者
を
援
用
権
者
と
し
て
認
め
て
い
た
が

（我
妻

『
民
法
総
則
』
（岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
）
四
四
〇
頁
）
、
現
在
で
は

周
知
の
よ
う
に
、
最
判
昭
和
四
八

。
一
二

。
一
四
民
集
二
七
巻

一
一
号

一
五
八
六
頁
が
右
判
決
を
変
更
し
て
い
る
。

判
民
昭
和

一
五
年
度

一
一
七
事
件

（四
六
四
頁
以
下
）

有
泉
亨

・
民
商

一
三
巻
五
号

一
〇
三
頁
～

一
〇
四
頁

来
栖

。
前
掲
七
六
事
件
三
〇
五
頁

有
泉

上
削
掲

一
〇
五
頁

有
泉

。
前
掲

一
〇
四
頁

清
水

・
前
掲
論
文

一
八
〇
頁

我
妻

。
前
掲
書
二
八
七
頁
。
昭
和
四
三
年
発
行
の

『新
訂
　
担
保
物
権
法
』
で
は
、
こ
う
し
た
叙
述
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
立
法
論
的
批
判
と
し
て
、

柚
木
馨

『
担
保
物
権
法
』
（有
斐
閣
、
昭
和
三
二
年
）
二
五
五
頁
な
ど
。
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Ｖ
　
む
す
び

以
上
の
考
察
を
終
え
、
当
初
の
課
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
課
題
と
し
た
の
は
、
民
法
三
九
六
条
及
び
三
九
七
条
の
意
義

・
趣

旨
に
関
し
、
通
説
と
い
わ
れ
る
見
解
が
、
そ
の
沿
革
を
離
れ
て
理
解
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。

こ
れ
を
考
え
る
手
掛
か
り
が
、
梅
謙
次
郎
が
著
し
た

『
民
法
要
義

［物
権
編
こ

に
お
け
る
民
法
三
九
六
条
及
び
民
法
三
九
七
条
に
係
る

注
釈
の
転
換
に
あ
る
。

梅
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
九
年
発
刊
の

『
民
法
要
義

［物
権
編
こ

で
は
、
抵
当
権
は
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
と
の
関

係
で
は
、
被
担
保
債
権
と
は
離
れ
て
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
が

（民
法
二
九
六
条
）
、
他
方
、
抵
当
権
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者

の
ご
と
き
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
と
の
関
係
に
あ

つ
て
も
、　
一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
九
六
条
二
項
）
に
か
か
る
こ
と

は
な
く
、
民
法
三
九
七
条
所
定
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
の
み
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
、
と
構
成
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
四
年
発
行
の

『
訂
正
増
補
　
民
法
要
義

［物
権
編
こ

で
は
、
抵
当
権
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
と
い
つ
た

債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
と
の
関
係
に
あ
つ
て
も
、　
一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
九
六
条
二
項
）
に
か
か
る
こ
と
を
認
め
た
。

そ
う
で
あ
る
と
民
法
三
九
七
条
の
意
義

・
趣
旨
が
変
わ
ら
ぎ
る
を
得
な
く
な
り
、
民
法
二
九
六
条
と
同
二
九
七
条
と
の
関
係
が
転
換
す
る

こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
転
換
の
契
機
は
、
旧
民
法
の
段
階
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
消
滅
時
効
の

一
般
規
定

（民
法

一
九
七
条
二
項
）
の
制
定
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
抵
当
権
が

「所
有
権
以
外
の
財
産
権
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
は
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

通
説
に
属
す
る
諸
説
で
は
、
抵
当
権
は
、
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
と
の
関
係
で
は
、
民
法
三
九
六
条
の
ゆ
え
、

一
般
の
消
滅
時
効

民法三九六条及び同法二九七条に関する序論的考察
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（民
法

一
九
六
条
二
項
）
に
か
か
る
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
者
と
の
関
係
で
は

一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
九
六
条
二
項
）
の
対

象
と
す
る
。
も

つ
と
も
、
そ
の
構
成
は
異
な
る
。

我
妻
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
来
、
抵
当
権
は
、
そ
の
担
保
す
る
債
権
に

「従
た
る
存
在
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
別
に
単
独
で

時
効
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
三
九
六
条
は
、
こ
の
当
然
の
事
理
を
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
に
つ
い
て
特
則

と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
、　
一
方
、
中
島
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
抵
当
権
は
、
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
は

「別
の
権
利
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、　
一
般
の
消
滅
時
効

（民
法

一
九
六
条
二
項
）
に
か
か
る
が
、
民
法
三
九
六
条
は
、
こ
れ
を
債
務

者
及
び
抵
当
権
設
定
者
と
の
関
係
に
お
い
て
制
限
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
例
外
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

い
ず
れ
の
見
解
で
あ
っ
て
も
、
抵
当
不
動
産
の
第
二
取
得
者
な
ど
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者
と
の
関
係
に
あ
つ
て
抵
当
権

の
消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の
と
し
て
の
独
自
的
な
存
在
で
あ

っ
た
民
法
三
九
七
条
は
、
抵
当
不
動
産
を
時
効
取
得
し
た
者
に
対
し
て
、
そ

の
取
得
時
効

（民
法

一
六
二
条
）
の
効
果
と
し
て
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
規
定
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
民
法
三
九
七
条
の
独
自
的
な
存

在
意
義
は
な
く
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
は
、
民
法
三
九
七
条
を
も

つ
て
、
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
な
ど
債
務
者
又
は
抵
当
権
設
定
者
で
な
い
者

と
の
関
係
に
お
い
て
、
抵
当
不
動
産
の
一
定
の
占
有
状
態
が
継
続
す
る
結
果
と
し
て
抵
当
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
と
捉
え
、

こ
れ
を

一
つ
の
消
滅
時
効
と
す
る
。

梅
謙
次
郎
は
、
こ
れ
を
地
役
権
の
消
滅
時
効
に
関
し
て
、
「地
役
権
ハ
素
卜
所
有
権
ノ
支
分
権

ニ
シ
テ
所
有
権
ノ

一
部
ナ
リ
ト
云
フ
モ
可

ナ
リ
故

二
承
役
地
ノ
占
有
者
力
其
土
地
二
付
キ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ノ
占
有
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
其
中

二
地
役
権
卜
地
役
権
ヲ
除
キ
タ
ル
残
余
ノ

所
有
権
ト
ノ
ニ
ツ
ヲ
包
合
セ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
故
二
承
役
地
ノ
占
有
者
力
完
全
ナ
ル
所
有
権
二
付
キ
第
百
六
十
二
条
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
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ル
ト
キ

ハ
之

二
因
リ
テ
完
全
ナ
ル
所
有
権

ヲ
取
得

ス

ヘ
ク
従
テ
他
人
力
有
セ
シ
地
役
権

ハ
消
滅

二
帰
セ
サ

ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
と
注
釈
す
る
。

と

こ
ろ
が
、

こ
れ

の
理
解
は
私
に
と

つ
て
容
易
で
は
な

い
。
し
か
し
、
有
力
説

の
要
と
も

い
う
べ
き
、
抵
当
権
や
地
役
権

の
消
滅
時
効

と

い
う
構
成

（民
法

三
九
七
条

・
同
二
八
九
条
）

の
い

っ
そ
う

の
検
討

・
考
察
は
、
具
体
的
問
題

の
解
決
を
通
し
て
の
検
証
と
と
も
に
、

つ
ぎ

の
課
題
と
し
た

い
。

（５２
）

有
泉

。
前
掲

一
〇
三
頁
は
、
「民
法
第
三
九
六
頁
―
七
条
は
元
来
そ
の
生
れ
か
ら
云
え
ば
抵
当
権
の
時
効
消
滅
に
関
す
る
唯

一
の
規
定
で
あ
っ
た
。
所
が
現

行
民
法
は
第

一
六
七
条
二
項
と
い
う

一
般
原
則
を
お
い
た
の
で
そ
こ
に
疑
間
の
余
地
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（５３
）

そ
こ
で
、
我
妻

・
前
掲
新
訂
担
保
物
権
法
四
二
三
頁
は
、
「抵
当
権
の
全
部
ま
た
は

一
部
に
つ
い
て
、
外
形
上
も
取
引
行
為
が
な
く
、
た
だ
事
実
上
、
現
実

の
占
有
と
真
実
の
所
有
関
係
が
食
い
違
っ
て
い
る
場
合
に
、
前
者
に
よ
つ
て
完
全
な
所
有
権
が
時
効
取
得
さ
れ
た
と
き
に
は
、
抵
当
権
も
消
滅
す
る
。
本
条

は
、
そ
の
よ
う
な
稀
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
」
と
す
る
。

梅

。
前
掲
民
法
要
義
二
五
七
頁

遠
藤

。
前
掲
論
文

一
六
七
頁
は
、
Γ
」
の
立
法
者
の
意
見
が
何
故
に
定
着
し
、
通
説
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
役
権
の
消
滅
時
効
と
い
う
構
成

が
、
論
理
明
快
を
か
き
、
人
を
納
得
さ
せ
る
迫
力
を
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
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